
別添３ 

「厚生科学審議会化学物質制度改正検討部会化学物質審査規制制度の見直しに関する

専門委員会、産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質管理企画小委員会、中央環境審

議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会合同会合（化審法見直し合同委員会）報告

書（案）」に対する御意見（概要） 
 
 
注）頂きました御意見は原則として到着順に原文を掲載しております。 
１ ［意見］動物実験による犠牲を増やさないで下さい。動物の犠牲を減らしてほしいのは、欧州の人ば

かりではありません。日本でも、動物を犠牲にしない試験方法を、積極的にハザード評価に取り入れ

てください。（個人７、不明１） 
 

２ ［意見］政府が行うべき「リスク評価」全般に対しての意見です。 
日本国民が安全に暮らしてゆけるように、まず危険性のリスクの評価付けを見直し、リスク評価点が

高いものに集中して税金を投入すべきと考えます。つまり、医薬品の副作用、農薬、食の安全等、直

接人体へ危害が及ぼすものの管理に税を投入すべきであって、化学品の安全性試験にこれ以上、税を

投入することは意味がないことと考えます。（PCB のように、環境では非分解の特殊なものは別です

が） 
なぜなら； 
１．PCB 問題が起こり、化審法が始まりましたが、すでに時代が変わり、工場からの廃液の管理に

は、多くの法律で管理され、且つ、ＩＳＯ14001 などを通して、製造側の意識も変わっています。

２．例えば、新規化学物質１０ｔをある企業が申請した場合（且つ、この化学物質は蓄積性ではない

場合）、この化学物質１０ｔの多くが、工場から川に流され、魚に蓄積し、それを消費者が食し、

健康被害が新聞を騒がす確率を、「もう一度計算」すべきです。 
３．現在の管理体制において、１００ｔ以下の製造物質で、実際に、人体に蓄積して、問題を起こし

た化学物質例はいくつ報告されているでしょうか？その数をまず、明示すべきです。ないはずです。

以上の論理からは、 
「１００ｔ以下の新規化学物質で、蓄積性でない場合には、ＱＳＡＲによる安全性プレ評価で十分で

ある。」という結論が出され、国民は反対しないはずです。 
「なぜなら」、この部分で節約できた税金を、直接口にはいる「食の安全」の管理へまわすことがで

きるからです。 
「リスク評価値」が極めて低い化学物質の長期毒性試験に、数十億の税金を無駄使いし、肝心の「薬」

「食物」「食品添加物」の評価がおろそかになっている現状を極めて遺憾に思っております。 
私の意見に間違いがあると思われる場合は、まず、上記の「リスク評価値」を納得できるデータで国

民に示してくださいますようお願い申し上げます。 
（個人） 
 

３ ［意見１］ 試験について： 
１．スクリーニング型にせよ、網羅型にせよ、化学物質を製造または輸入する業者が、ハザード（毒

性試験データ）に責任を持つべきである。 
１－１．既存物質について： 
Japan-Challenge 型が少しずつ定着しているなかで、Japan-Challenge 型を強力に Tonnage-Band
ごとに区切り、全企業（川上～川下まで）がコンソーシアに参加してハザードデータを提出すべきで

ある。その際、いわゆるＭＩＴＩスタイルを全面的に要求するのではなく、費用面で有利になるべく

ＯＥＣＤの試験の選択を、企業コンソーシアで決めさせ、時間を区切って早期にデータをださせる方

がベターでしょう。例えば、生分解性試験は日本ではＭＩＴＩの方法にこだわりがある。むしろ、易

分解性を強調する試験に特化する。また魚蓄積性ＢＣＦにあっては、わざわざ可食部位やその他の部

位までの詳細なデータを求めず、簡単にＢＣＦを求める程度で充分と考える（ＭＩＴＩは要求が細か

すぎ、その分、費用負担増加である）。 
このように、簡略化（？）したデータの要求でデータ蓄積はスピードアップされ、また企業側は参加

企業数で割り算すれば費用は少なくて済む。 
現在、行政側での既存点検はストップし、Japan-Challenge 型で奨める。 
１－２・したがって、優先評価物質の選出もプロセス上は考えられるが、Japan-Challenge 型のトン

数による評価方法のほうが現実的でしょう。優先評価物質を選出しても、トン数がすくなければ、リ

スクは極小側へ傾くわけですから。見直し化審法のフローにおける優先評価物質の選出は意味は薄い

ものと思います。Japan-Challenge 型が実効・有効です。 
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（(株)リプレ ”Safety Health Environment”） 
 
［意見２］ 新規・化審法について 
化審法は、世界に冠たる環境法です。この骨格・骨髄を、まず前面に出すべきであり、旧来のＰＣＢ

云々はもういいでしょう。世界に冠たる環境法であるがために、少量新規ならびに低生産量レベルか

ら環境・生態毒性試験データを巾広く求めるべきです。Low Concern Polymer も、長期毒性試験は

免除したにしても、環境・生態毒性および急性、反復の Limited 試験はするべきです。「ヒトへの影

響とは、全く未知なものです」。 
（(株)リプレ ”Safety Health Environment”） 
 
［意見３］ 環境への負荷 
可能な限り、多くの方々が化審法に参加することで、環境への負荷が暫時軽減へと向かうことを所願

いたします。 
（(株)リプレ ”Safety Health Environment”） 
 
［意見１］ P22 化学物質管理に関する情報提供・公開の在り方について 
評価できる内容です。ハザード情報を広く公開できるように整備をお願いしたい。 
（個人） 
 
［意見２］ P11 リスク評価の実施と情報収集への事業者の協力について 
リスク評価について、初期リスク評価については環境省のガイドラインがありますが、多少整備拡充

してゆく余地があるように思います。その背景は、NITE、CERI からも「化学物質の初期リスク指

針」及び「化学物質のためのリスク評価書活用の手引き」が出ており、環境省版と統合するとよりよ

くなると思うからです。 
（個人） 
 
［意見３］ 【別紙２】化審法見直し合同委員会報告書（案）について 
化審法は PBT の管理を中心としてきたものでありますが、近年化学の進歩により化学物質評価情報

も整いつつあり、CMR なども重視されるようになってきました。このフロー図をみると、CMR に

ついても２特までは行きますが、１特（禁止）のパスがありません。今後１特が必要になっても困ら

ないようにリスク評価（２次）からのパスを加えておいた方がよいのではないでしょうか？ 
（個人） 
 

４ 
 

［意見４］ 化審法全般について 
化審法は合成化学物質が対象で金属は対象ではないと聞きました。 
アーティクルの化学物質管理の観点から包括的に規制する上では化審法がそのよりどころになるべ

きだと考えます。従って、アーティクルに含有されうる鉛、水銀、カドミウムなど EU RoHS 指令な

どで規制される CMR 物質なども化審法で規制できるようになることが望ましいと考えます。 
（個人） 
 
［意見１］ 報告書（案）Ｐ８ 第３パラグラフに「化審法における規制措置の判断のためのリスク

評価は、国が責任をもって行い、そのための情報収集は、基本的には事業者が行うという体制が望ま

しい。」とあり、事業者が自主的に情報収集を行い、国に提供することを原則とすることについては

賛成である。 
一方、欧州の化学品規制である REACH においては、化学物質の安全性評価を民間ベースとしたこと

から、情報が知的財産化し売買の対象となることが想定される。当該情報については、民間における

入手が困難となる場合も考えられることから、国としても国際的なデータベース策定に積極的に関与

することをお願いしたい。 
（(社)日本鉄鋼連盟） 
 

５ 

［意見２］ 報告書（案）Ｐ８ 第３パラグラフに「化審法におけるリスク評価は、まず基本的なば

く露関連情報、特に製造・輸入数量及び用途情報を上市後のすべての化学物質に対して収集し…」と

あるが、化学物質の製造量については、ダブルカウント等が行われないよう適切に把握される必要が

あることから、必要かつ十分な事業者を対象とすべきと考える。 
また、事業者が製造量として届出る化学物質は、化学反応を起こさせることにより意図的につくり出

された化学物質であり、非意図的に生成された化学物質および不純物は含まないと理解してよいの
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か。届出る化学物質についてご教示願いたい。 
（(社)日本鉄鋼連盟） 
 

６ パブリックコメントの公募の対象である化審法見直し合同委員会報告書（案）には、事実に関する誤

りの記述や恣意的で不正確な記述が数多く散在しており、大幅な書き改めが必要であると判断しまし

た。 
また、意見の該当箇所を順次個別に掲示しながら記載する指定書式は、意見や見直しの視座の相違を

効果的に伝達することに困難をきたします。 
それゆえ、私の意見の提出につきましては、意見・見直しの視座の相違を文章で詳細に付記したり、

同じような理由から書き直しを要する記述をまとめて掲示したりする論文形式で全体的にまとめ、添

付の意見書を提出することと致します。 
（ケミカルリスク研究所） 

※（事務局より）添付された論文が大部にわたるため全文を掲載しておりません。なお、ご指摘の

あった意見等については「パブリックコメントへの考え方」に掲載しております。 
 
［意見１］ 
・該当箇所：１３～１４ページの「３．リスクの観点を踏まえた新規化学物質事前審査制度の高度化」

で「新規化学物質の事前審査にもリスクの観点からの評価を導入し」の部分に関して。 
・意見：新規化学物質の事前審査にリスク評価を導入するには無理が在るのではないかと考える。 
・理由：貴報告書（案）には、４ページに「リスク評価では、ハザード評価（有害性等の物質の固有

の性状を基とした評価）とばく露評価（化学物質により人又は動植物がさらされる量を基とした評

価）を行い」と書かれている通り、「リスク＝ハザード×曝露」である事には同意するものである。

しかし、新規化学物質を製造する川上事業者において、新規化学物質を製造・販売する前の事前審

査の段階に於いて、どのようにして川下事業者が使用する（予定の）用途における曝露情報を収集

するのか明確ではない。端的には、曝露情報は収集出来ないのではないかと考える。従って、曝露

情報が無い状況で、リスク評価が正しく実施出来るとは考えられない。 
（個人） 
 

７ 

［意見２］  
・該当箇所：１１ページの「２．化学物質の上市後の状況を踏まえたリスク評価体系の構築」の「③

リスク評価の実施と情報収集への事業者の協力」に「国が優先評価化学物質に対してリスク評価を

実施する」と書かれている部分に関して。 
・意見：国が優先評価化学物質に対するリスク評価を実施することは間違っているのではないかと考

える。企業等の事業者にリスク評価を実施させるような仕組みを構築するべきではないかと考え

る。 
・理由：貴報告書（案）には、「優先評価化学物質については、必要となるハザード情報等が得られ

ないことを理由に、これらの化学物質が人の健康や環境にもたらす影響を評価できない状態が継続

することは望ましくない。そのため、国が優先評価化学物質に対してリスク評価を実施する」と報

告しているが、欧州など諸外国では事業者の費用負担でおこなわせようとしている事項である。 
（個人） 
 

８ ［意見１］p.24 今後の課題「さらに、化審法以外の化学物質関連法制全体をカバーして相互連携を目

指した総合化学物質法制についての意見もあり、今後の検討課題として認識すべきである。」 
・意見：意見があったことを記載するとの主旨であるが、報告書の今後の課題としてふさわしくない

ので削除するか、または、文案を「さらに、化審法以外の化学物質関連法制全体をカバーして相互

連携を目指した総合化学物質法制についての意見があった。」にとどめるべきである。 
・理由：化審法の見直し合同会合ではいろいろの意見があり既に議事録に示されている。今後の課題

とすると、化審法でまたこの議論をすることになり今回の審議対象としなかったとの合意の意味がな

い。総合的な法として環境基本法があるのであるから、この法の議論の中で実施すべき課題であり、

上記文案の削除または修正が必要である。なお、総合化学物質管理法制なるものは、現行法体系の隙

間につくられることから法体系を複雑にする可能性がつよいことから、現行法体系のなかで進化させ

ることが望ましいと考える。 
（個人） 
 

９ ［意見１］ ８ページ 第３段落「前述の通り～」の記述に関して 
・意見：リスク評価のための情報収集とその評価はこんごの化学産業の発展を左右する重要な競争要
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因と見られることから、官民が協働し知的財産基盤として戦略的に充実・強化する方向を明確にする

ことが求められている。 
・理由：欧州連合のＲＥＡＣＨの導入においても現地の有力化学企業の関連情報ストックは相当先行

しており、新規制スタートに際しても開発タームの優位性がうかがわれる。個別事業者の課題とし

てこの種の問題を看過すべきではなく、国、業界として一定の方向をめざすことが不可避となって

きた。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見２］ １０ページ 第２段落「その際、国による～」の記述に関して 
・意見：事業者のハザード情報提出に関しては、情報提出が明確に事業者にインセンティブとなる条

件を確保することが肝要と考える。その根幹はスクリーニング評価等が情報提供と円滑に接続する

ことである。各種の物質にもばらつきのない対応も併せて必要となる。 
・理由：ハザード情報が開発、商品化にとって有用な作業という関係者の間の広い認識がないと、今

時改正のねらいとするリスク評価の推進は進みにくいと思われる。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見３］１２ページ 「④上市後のリスク評価に～ 」とくに「このような状況を踏まえ、国は～」

の記述に関して 
・意見：分解性のようなケースではその放出量と当該環境の特殊要因によって複雑な状況が想定され

よう。予防的な措置という観点から見ても化審法の枠内で、流通ルート全般を通じた物質の情報伝達

の重要度の高まりもあり、リスク評価の対象とすることは妥当と思われる。 
・理由：リスク評価の第一線の窓口を関係当局のなかで明確にしておくことが国民にとってもわかり

やすい行政のあり方といえる。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見４］ １２ページ「⑤適切なリスク評価のための～」第一段落 
・意見：現行の化審法や化管法における対象物質についてはハザード情報と排出実態という有意義な

リスク評価材料が得られることから両法の総合的な運用を強く求めたい。またＧＨＳもこれらの情

報を基礎に的確な表示基準を整合的に判断していくべきで、法令、制度が各々に自己主張すること

のないような管理体制を確立すべきである。 
・理由：いうまでもなく、縦割り行政の弊害を被るのは現場であるという現実があること。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見５］ １２～１３ページ ⑤の第２段落 
・意見：リスクに関する具体的な判断基準は極めて重要なこれからの課題となる。そしてこの判断基

準は他の諸法令とも連携しなければ有効とはいえない。環境リスクには指針や基準値、規制値があ

るが、これらの数値とも関連があってしかるべきであり、判断基準の確立をめざすべきと考える。

・理由：特に規制に関しては依るべき知見が余り一般的なものでないケースも散見されるため、判断

基準づくりに際して共有されるべきルールが不可欠といえる。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見６］ １４～１５ページ 「①事前審査におけるリスク評価の実施」第３段落 
・意見：今時改正によってハザード情報や必要とされるスクリーニング分析費用等、事業者の負担は

確実に増加する見込みである。さらに円滑にこうした作業を進める業務体制がともなっていない

と、法改正の主旨は宙に浮くことになる。評価の充実には検査・分析能力を平行して強化するとい

う意思を明文化すべきである。                  
・理由：ハザード情報もリスク評価も実際に信頼されうるデータとならなければ意味がない。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見７］ １５ページ 「②審査済化学物質の名称～」 第２、３段落 
・意見：基本的にはハザード情報提供と事業者の開発行動が背反しない仕組みがないと、法改正の趣

旨は生きてこない。こうした点を前提にこんごの具体的なあり方を早急に示していただきたい。一

定期間の名称公示のカバーなども知財保護の観点からは有効という見方もできる。 
・理由：市場における競争的な側面が強まり、ハザード情報の提出意欲が鈍ってはリスク評価も進ま

ない。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
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［意見８］１８ページ 「４．厳格なリスク管理措置の対象等の～」「①第一種特定化学物質に～」

第２段落 
・意見：エッセンシャルユースの代替化や使用削減は事業者の自主的努力を基本とするが、こうした

改善努力が何らかの形で誘発されるような措置がないと、単に努力を待つというだけでは不十分で

ある。「担保できる」という中味を是非、具体化すべきである。 
・理由：現実にはこうした切り替えはプラント次元の改造も伴うこともあり、大きな経営判断に属し、

雇用や労働条件にも影響を及ぼすこともありうる。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見９］ ２０ページ 第２、３段落「また、第２種特定化学物質に関しては～」 
・見解：リスク懸念の高い化学物質の及び優先評価化学物質に関する情報伝達をこんご検討するとし

ているが、先ずは情報伝達のあり方そのものを確立することが急務といえる。化学メーカー、ユー

ザー企業さらには消費者を通して各レベルで活用可能な形式を確立することが望まれる。ＭＳＤＳ

や製品情報伝達システムなどを基礎に包括的な仕組みも必要になっている。リスク評価については

明らかにされている段階における情報伝達でも、不十分とはいえ、一定の有用性があると考える。

・理由：リスク評価と情報伝達は双方がそろって有効な化学物質管理策となる、と思われる。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見１０］ ２１ページ第３段落「また、スクリーニング評価に当たっては～」 
・意見：事業者のデータ整備や排出削減によって優先評価物質に指定されない、という意味の一文が

あるが、こうした取り組みの程度は如何なるものなのか、何らかの目安が必要となろう。これがな

いと実践的なインセンティブとしては働きにくい。 
・理由：単純にいうと目標のない努力は考えにくい。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見１１］ ２１ページ第４段落「スクリーニング評価の結果として～」 
・意見：中生産量及び低生産量の化学物質に関する国の積極的なデータ収集の役割が述べられている

が、国がどの範囲をどのように行うのか国民にわかりやすい形で示すことが肝要である。特に先々

のデータ整備計画の明示は重要になってくる。 
・理由：自らの注力分野が想定できて事業者も効率的に当該作業を進めることができる。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見１２］ ２２ページ第２段落「なお、このような段階的なリスク評価～」 
・意見：現行３省による化学物質管理の体系になっているが、国民生活や産業活動にとってどんな課

題や要請があるのか施策主体の論議も真剣に考えてもらいたい。 
・理由：例えばレスポンスブルケア活動では地域環境、職場の安全、製品品質等を軸に化学の安全を

めざしている。行政もこうした観点を具体化して行くべきと考える。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見１３］ ２３ページ第３段落「なお、化学物質管理に係わる制度は～」 
・意見：化審法の役割と位置づけの記載があり、毒性とばく露については他の法に先んじた情報提供

ができるとしているが、法と法の役割分担を先ずは明確にし、官の論理よりは関係者や国民にとっ

て信頼されるあり方を示すべきである。縄張り争いから真の意味のコラボレーションを志向すべき

である。 
・理由：国民が法に振り回されていては安心できる化学物質管理も定着できない。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見１４］ ２４ページ第２，３段落「ナノテクノロジーは、～」 
・意見：ナノマテリアルはその性状や挙動も含めて未解明な部分が多くハザード、リスクともに定見

が見いだせない状況である。しかし、材料としての規格や標準づくりという要請もあり、集中的に

物質特性を解明する試みが求められている。安全対策も重要で国が基本的情報を精力的に収集する

優先的な課題とすべきである。 
・理由：事業者レベルでの取り組みには限界がありつつも、急速な市場拡大が見込まれており、国に

よるイニシアティブが不可欠と考えられる。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
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［意見１５］ 全体を通じての意見；本報告書案の考え方では包括的に新規、既存を問わず化学物質

の情報収集を図ることになっているが、そこで小規模事業者がこうした措置に円滑に対応できるよう

特段の配慮を求めたい。加えて、制度立ち上げの期間は柔軟に設定し、行うべき作業の周知や助言等

の体制を並行的に整備していくことを要望する。 
（日本化学エネルギー産業労働組合連合会、全国化学労働組合総連合） 
 
［意見１］p.7～8 Ⅱ．２．「化学物質のリスク評価は、食品や医薬品、農薬等については、その利

用目的や用途に応じて、個別の法律に基づき、それぞれの評価の観点・手法等により実施されている。

他方、現行化審法はそれ以外の用途に用いられる化学物質による環境経由のリスク 5 を対象として、

まず所要のハザード評価を行った上で、ハザード、リスクの程度に応じて製造・輸入段階での規制措

置等を講じる体系となっている。化審法が対象とする化学物質は、前述のような特定の用途を除いた

幅広い用途に用いられる化学工業品であるため、その製造・輸入数量が非常に大量のものから少量の

ものまで様々であり、用途や環境への排出形態も多様である。」 
・意見：今回の化審法見直しの対象からは、食品，食品添加物，医薬品，医薬品添加物，および農薬

は除かれることを明確に記述していただくようお願いします。 
・理由：上記文中、「現行化審法は・・・」との表現があることから、今回の見直しは食品や医薬品、

農薬等も含めるようにも示唆されます。  
（昭和化学工業(株)） 
 
［意見２］P.21「高生産量の化学物質のうち、スクリーニング段階で十分なハザードデータがそろわ

ないものについては、Japan チャレンジプログラムで形成された官民連携の仕組みを十分にいかし、

関係事業者による協力を最大限求めつつ、データ収集を行うべきである。また、中生産量及び低生産

量の化学物質については、それを扱う製造・輸入事業者の規模や経済状況によって、高生産量の化学

物質に比べてハザードデータの迅速な収集が難しいものもあると考えられることから、ハザード情報

等が得られないことを理由にリスク評価が進まない状況を回避するため、国も積極的にデータ収集の

役割を担うべきである。」 
・意見：中小企業のように、たとえ生産量が多い場合でも、その単価が低ければ経済的にハザードデ

ータの収集が困難な場合も考えられます。したがって、総合的に判断していただくようお願いしま

す。 
・理由：高生産量，中生産量，低生産量と区分されていますが、これらはどの程度の数量で線引きさ

れるのか不明です。 
（昭和化学工業(株)） 
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［意見３］全体 
・意見：規制の意味がない、あるいは不要なものまでを見直しの対象に含めることは、特に鉱産物な

どの基礎材料，素材を製造する中小企業に無駄な負担を強いることになります。このため、今回の

見直しでも EU REACH 第 2 条に関連する適用除外に準じた措置をお願いいたします。 
・理由：EU の REACH 規則では、さまざまな化学物質のうち、明らかにハザードが認められないも

の、規制が不適切なものなどに対して第 2 条関連で適用を除外しています。 
（昭和化学工業(株)） 
 
［意見１］ Ⅱ３．④について 
 「低生産量の新規化学物質に関する審査の特例制度との整合性も確保しつつ、少量新規化学物質確

保制度については事業者単位（年間 1 社 1 トンまで）で確認を行うことを基本とすべしである。」と

ありますが、これは、従来低生産量で 9 トンの取り扱いを確保していた品目はどうのようになるの

でしょうか。改正後もこの特例は生き、9 トンを取り扱うことができるのでしょうか。そして競合会

社がある場合、従来通り、省庁から前年の実績に基づき取り扱い量が割り当てられるのでしょうか。

（日本フィルメニッヒ(株)） 
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［意見２］ Ⅱ３．④について 
 従来の少量新規では日本のマーケット全体で 1 トンであり、毎年取り扱い数量を省庁より各社へ割

り当てるシステムになっていますが、これが、従来のような少量新規の申出をすることにより、取り

扱い会社の数の関係なく、各社でそれぞれ 1 トンを取り扱うことができるようになることの理解で

よいでしょうか。 
（日本フィルメニッヒ(株)） 
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［意見３］ Ⅱ全般 
労働安全衛生法上の化学物質の取締り法がありますが、化審法と合体し、ひとつの法律にすることは

検討されていないのでしょうか。 
（日本フィルメニッヒ(株)） 
 
［意見１］ Ⅱ．2.「化審法における規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任を持って行い、

そのための情報収集は、基本的には事業者が行うという体制が望ましい。」 
・意見：不足する情報の収集に当たっては、事業者も積極的に協力するが、国が管理を推進してほし

い。 
・理由：事業者も規模が様々であり、その力量に応じた協力を行うのが現実的である。総合的な管理

は国が行う方が一定のレベルの収集が可能となる。 
（三菱化学(株)） 
 
［意見２］Ⅱ2.①化学物質の上市後の曝露状況を把握する仕組みの構築「上市後のすべての化学物質

を対象とし、まずは、一定数量以上の化学物質を製造・輸入する事業者に対し、定期的に、その製造・

輸入数量等を国に届け出させる制度を創設することが必要である。」 
・意見：総論的には賛成するが、事業者の負荷の増大を防ぐことを勘案した制度を要望する。具体的

には報告の頻度を裾切値と頻度との組み合わせで定めて頂きたい。例えば、１００ｔ以上は 3 年毎

の調査など。企業情報の保護も考慮し、REACH で使われる数量帯での報告なども一案と考える。

また、生産数量や事業者名などは秘密情報であり、保護されるべきである。 
・理由：曝露状況把握のための製造・輸入量を調査するのであれば、事業者に過度の負荷とならない

必要十分な頻度・細かさでの把握をすべき。企業の営業情報であるので得られた情報は企業秘密に

配慮した仕組みで保護されることが必要。 
（三菱化学(株)） 
 
［意見３］ ２．⑤「GHS においては、有害性が一定以上あると分類される化学物質については、

MSDS 等の手段によって安全性情報の伝達を図るべきとされている。こうした国際動向も踏まえ、

化学物質を取り扱う事業者は、その取り扱う化学物質について自ら GHS 分類を行い、有害性が一

定程度以上あると分類される場合には、情報伝達を行うよう努めるべきである。」 
・意見：GHS 分類は各国で歩調をあわせ進めていくべきであり、日本国内でも整合性をとる

ため化審法への適用も検討していくべきではあるが、折込の時期と方法に関しては別途十分に検討

すべきと考える。また、GHS 情報の伝達のためには先ず基本物質の GHS 分類が必要であるが、

それらを容易にする基盤整備が必要と考える 
・理由：GHS 分類は容易ではなく、大手事業者であっても一部の専門家の指導を仰ぎながら対応し

ている状況。化審法に適用する際には、例えば GHS 分類作業が容易に出来るツールや基本情報が

整備されるように望む。 
（三菱化学(株)） 
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［意見４］ ４．③： 「なお、今般の制度見直しによって導入される優先評価化学物質に関しても、

わが国全体での化学物質のリスク管理を促進すべく、第二種特定化学物質と同様の情報伝達義務を導

入すべきという議論もあった。」 
・意見：優先評価物質の情報伝達の義務化を導入するのは適切ではない。 
・理由：優先化学物質は「リスクが十分低いと判断できず、さらにリスク評価を行う必要があるもの」

と定義されており、リスク評価が未定の状態であるため適切なリスク管理を実施することが困難で

ある。また、再評価により優先化学物質から外れることもありうることなどを勘案すると一律に情

報伝達義務を導入すべきではない。リスク評価の結果を反映すべきである。 
（三菱化学(株)） 
 

13 ［意見１］ p17 ⑤ 「PLC については、低懸念ポリマーに関する国際調和の観点から、事業者か

ら必要なデータに基づき新規化学物質が PLC 基準に該当する旨の確認の申し出があり、国がその確

認を行った場合には、試験によるハザードデータに基づく審査を不要とすべきである。」とあるが、

既存化学物質のポリマーについて、スクリーニング評価に入る場合にも、「低懸念ポリマー」の概念

を適用して欲しい。 
・理由：欧州の REACH 規制においても、ポリマーは除外されており、ポリマーのハザードは一般的

に低いものと捉えられている。 
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（新日本石油(株)） 
 
［意見２］ P11 ③「その際、ハザード情報については、国際整合性の観点から、製造・輸入事業

者に対して SIDS データの必須項目を基本とした情報の提出を求めることが望ましい。…」とあるが、

ハザードデータに監視、事業者の協力に対するインセンティブを具体化して欲しい。また、スクリー

ニング評価に使用するハザードデータは、REACH 等海外での登録に使用されるデータを活用できる

ようにして欲しい。 
・理由：ハザード情報収集の促進に繋がるものと思量する。 
（新日本石油(株)） 
 
［意見３］ P12 ④「難分解性の性状を有さない物質であっても、分解される量を上回る量が環境

中に放出されれば環境中に残留しうるため、難分解性の性状を有しない化学物質による環境汚染によ

り、人の健康や動植物に影響が生じる可能性は否定できないことから化審法で措置を行うべきとの議

論がある。」とある。「良分解性」と分類されている化学物質まで規制を広げることについて、世界的

な潮流は理解するが、実際の運用に際しては、他法令による排出段階での対応等含め、導入時期等慎

重な検討を行った上での方針決定をお願いする。 
・理由：「化審法等の見直しに係る規制影響評価について（案）」の４ページの表中において、REACH

を始めとする「網羅型」規制では、リスク低減はスクリーニング型よりもリスク低減は確実である

が、コストが大幅に増大する旨の記述がある。一方、化審法において「良分解性」とされている、

例えばキシレンについては、化管法の第一種指定化学物質に指定されており、排出量と移動量の届

出を行うとともに、環境への放出低減に努めているところである。 
（新日本石油(株)） 
 
［意見４］ P9 ①について、「上市後のすべての化学物質を対象とし、まずは、一定数量以上の化

学物質を製造・輸入する事業者に対し、定期的に、その製造・輸入数量等を国に届け出させる制度を

創設することが必要である。」とあるが、石油製品の製造量・輸入量の届出については、既存の指定

統計数量や REACH 規制に対応した種分けのデータを使用できる仕組み作りを要望いたします。 
・理由：客観性及び国際整合性を有する分類に基づく用途情報の届出を求めるのであれば、国内で既

に広く利用されている指定統計数量や REACH 規制等で利用する分類を利用することが効率的で

あると認識いたします。 
（新日本石油(株)） 
 
［意見５］ ②「国による既存化学物質点検や化審法の事前審査制度、さらには事業者による自主的

なデータ提供により、既に一定のハザード情報（CMR 情報を含む）が得られている化学物質につい

ては、想定されるリスクの程度についても判断を行い、優先評価化学物質の選定に反映させるべきで

ある。」とあるが、石油製品の既存化学物質スクリーニング評価に使用するハザードデータは、

REACH 規制のもとに CONCAWE にて収集されたデータや NITE において GHS 分類参照を作成時

に使用された既存データを活用できるようにして欲しい。 
・理由：効率的なハザード情報収集に繋がるものと考えます。 
（新日本石油(株)） 
 
［意見１］ 総合的な化学物質の規制の枠組みに転換すること 
 化審法は難分解性・蓄積性の化学物質を規制する枠組みになっていますが、分解性があっても大量

に放出されれば生態系に影響し、人に健康被害を招くことが考えられます。また縦割り行政の結果と

して家庭での化学物質曝露は放置され、シックハウス症候群や化学物質過敏症が発生しています。良

分解性物質や人が直接曝露する化学物質等も含め、全ての化学物質を対象とした、総合的な化学物質

の規制の枠組みに転換することを要望します。 
（生活協同組合パルシステム東京） 
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［意見２］ 網羅型規制を採用すること 
 スクリーニング型規制では、スクリーニングに漏れた物質で健康影響が出る懸念があるので、欧州

のREACH規制のように、年１トン以上使用される化学物質は全て対象とすべきと考えます。REACH
規制と同じ制度を日米でも導入し、分担して安全性データを取れば、効率的に安全性確認ができます。

欧州などとの国際協力の下で取組みを進めることを要望します。 
（生活協同組合パルシステム東京） 
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［意見３］ 予防原則を採用すること 
 予防原則で対応していれば被害が拡大せず、あるいは発生を防止できたと考えられる公害病や薬害

は少なくありません。予防原則を採用して、被害を未然に防ぎ、被害拡大を防止することを要望しま

す。環境ホルモンのように現時点の毒性学では毒性が十分にわからない場合でも規制する枠組みを作

るよう要望します。 
（生活協同組合パルシステム東京） 
 
［意見４］ ナノ物質を規制すること 
 ナノ物質は肺などから吸収されやすいこと、表面の化学的活性が高いことなどが知られており、健

康影響が懸念されています。制汗などの目的で使われるスプレーやパウダーなど吸収されやすい用途

に関しては、早急に規制措置を取ることを要望します。 
（生活協同組合パルシステム東京） 
 
［意見５］ 情報を原則公開すること 
 情報公開が有害物質の使用抑制、被害防止につながると考えられるので、化学物質を特定できる名

称等を含め、情報は原則として公開することを要望します。開発メーカーの権利については、特許そ

の他の知的所有権によって保護することは可能と考えます。 
（生活協同組合パルシステム東京） 
 

15 ［意見１］ ・該当箇所 11 ページ 23～25 行目「また、個々の用途情報等のばく露情報については、

製造・輸入業者に加えて使用事業者に対しても情報の提出を求めることが必要である。」 
・意見：仮に使用事業者に対して情報提出を求めるのであれば、全ての化学物質ではなくリスク評価

等でその対象を絞り込み、可能な限り必要最低限にして頂きたい。 
・理由：過度の要求は事務手続きの煩雑さなど非効率的であり好ましくない。又、安全上問題のない

化学物質まで網羅的に使用情報を提出することは、企業秘密に係る問題を発生させる可能性もあ

る。 
（日本製紙連合会） 
［意見１］ Ⅱ．２．8 頁中下段「化審法におけるリスク評価は、まず基本的なばく露関連情報、特

に製造・輸入数量及び用途情報を上市後のすべての化学物質に対して収集し、それに応じたハザード

情報の収集を進めることが、適切な方向性及び手順と考えられる。すなわち、ハザードの程度によっ

てリスク評価の対象となる化学物質を選定する現行の法体系を、基本的にすべての上市された化学物

質をリスクに着目した評価の対象とする体系へと転換することが肝要である。」 
・意見：ハザード情報の収集が後回しになることは適切ではない。法体系は現行化審法のとおり、ハ

ザードの程度によってリスク評価の対象となる化学物質を選定する法体系を維持すべきである。 
・理由：「リスク＝ハザード×暴露」と表現すれば、”科学的根拠に基づくリスク評価”は、”科学的

根拠に基づくハザード評価”及び”科学的根拠に基づく暴露評価”の両方に基づかなくては得るこ

とができない。科学的リスク評価が行われず、簡易評価であるスクリーニングだけで終わり、その

後の科学的リスク評価の行われない化学物質が市場に多数残る体系は、ＷＳＳＤ目標が求める科学

的根拠に基づくリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と環境にもたら

す著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されることを 2020 年までに達成する」という目標

に反する。報告書案は、化審法をハザードベースからリスクベースに変え、有害な物質でも管理し

て使用すればリスクを低減できるとする考え方を既定の方針として推進している。しかし、管理使

用すれば安全であったはずのアスベストも結局、管理使用などできず、甚大な人的被害と莫大な金

銭的損失を出し続けているという教訓が生かされていない。高い懸念のある物質はリスク管理では

なく、ハザード管理をしなくては人の健康と環境は守れない。 
（化学物質問題市民研究会） 
 

16 

［意見２］ （該当箇所）8 頁下段「このため、国として、まず、定期的に収集した製造・輸入数量

及び用途情報等を用いて環境中へのばく露状況を推計し、これにハザード等に関する既知見を踏まえ

たスクリーニング評価を行って、さらにリスク評価を優先的に行うべき物質を絞り込むことが適当で

ある。絞り込まれた物質については、ハザードや用途等に関する追加情報を段階的に収集し、国とし

て、リスク評価を実施する。」 
・意見：1. 全ての物質について製造・輸入数量及び暴露情報とともに、製造・輸入数量、及び重篤な

毒性に応じて定義されたハザード情報を事業者に法的強制力を持って提出させ、全ての化学物質に

ついて“科学的リスク評価”を実施すべきである。 
2. 報告書案別紙 2 フローイメージ及び 10 ページ中段の記述によれば「優先評価化学物質」にな
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らなかった物質は、製造・輸入数量の増加や用途の変更等がない限りスクリーニング評価だけであ

り、科学的なリスク評価は行われない。全ての物質について 2020 年までに科学的なリスク評価を

行うべきである。 
・理由：スクリーニング評価は、”科学的ハザード評価”、“科学的暴露評価”のいずれも実施が保証

されない“簡易評価”であり、科学的リスク評価ではない。したがって、市場にある全ての化学物

質のリスク評価をしたことにならず、ＷＳＳＤ目標に反する。リスク評価されていない多数の化学

物質が市場に残ることは非常に問題である。もし、スクリーニング評価で優先評価化学物質となら

なかった全ての物質についても 2020 年までに”科学的根拠に基づくリスク評価”を行うというこ

となら、その実施方法とスケジュールを報告書案に明記すべきである。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見３］ 9 頁下段「なお、重篤な毒性（ＣＭＲ等）等を有する化学物質については、リスク評価・

管理に際して慎重な考慮が必要であることから、これらの毒性に関するＧＨＳによる分類結果の根拠

情報がある場合には、その届出を任意で求め、リスク評価・管理を行う上での参考とする。」 
・意見：届出は”任意”ではなく法的強制力によるものとし、リスク評価・管理を行う上での”参考”

ではなく、認可、制限、禁止等の厳格な管理を行うべきである。 
・理由：”重篤な毒性”を有する化学物質の管理が、”任意の届出”に基づくデータを”参考”にし

て行われるということでは、”人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する”という、Ｗ

ＳＳＤ目標を達成することはできない。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見４］ 10 頁上段「その際、国による既存化学物質点検や化審法の事前審査制度、さらには事

業者による自主的なデータ提供により、既に一定のハザード情報（ＣＭＲ情報を含む）が得られてい

る化学物質については、想定されるリスクの程度についても判断を行い、優先評価化学物質の選定に

反映させるべきである。事業者が自主的に、自らが取り扱う化学物質のハザード情報等を提出した場

合には、ハザード情報も加えたスクリーニング評価を行うことができ、適正な管理を行っている事業

者の努力がより適切に反映されることとなるため、事業者にはデータ提出のインセンティブが働くこ

とが期待される。他方、既存化学物質のうち、必要なハザード情報が不足している物質については、

一定以上のばく露が想定される場合にはリスクが十分に低いと判断できないとして、優先評価化学物

質に指定すべきである。」 
・意見：事業者によるデータは、自主的ではなく法的強制力の下に製造・輸入数量及び重篤な毒性に

応じて定義されたハザード情報を含む所定のデータ・セットとして提出されるべきである。 
・理由：事業者による自主的なデータ提出ではうまく機能しないことは、Japan チャレンジプログラ

ム、米 HPV チャレンジプログラム、米有害物質規正法（TSCA）、米ナノスケール物質スチュワ

ードシッププログラム（NMSP）、英人工ナノスケール物質の自主的報告計画などで、すでに世界

的に実証されている。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見５］ 10 頁中下段「なお、今般の見直しに伴い、一定数量以上のすべての化学物質の製造・

輸入数量及び用途情報を事業者に国に届け出る制度、さらには、リスク評価の対象を絞り込む優先評

価化学物質が創設される場合には、現行法で同様に製造・輸入数量の届出を義務づけて管理の対象と

している第二種及び第三種監視化学物質については、制度上廃止することが妥当である。」 
・意見：届け出る情報にハザード情報を加え、”一定数量以上のすべての化学物質の製造・輸入数量、

用途情報及び製造・輸入数量、及び重篤な毒性に応じて定義されたハザード情報を事業者に提出さ

せる制度”とすべきである。 
・理由：リスク評価の対象を絞り込むスクリーニング評価にはハザード情報が必須である。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見６］ 12 頁中段「このような状況を踏まえ、国は、（難分解性の性状を有さない化学物質）を

化審法で措置を行うことが適切かどうか引き続き検討を行い、リスク評価及びリスク管理を進めてい

くべきである。」 
・意見：良分解性の化学物質でも、人の健康や動植物に影響が生じる可能性があるもの、特にＣＭＲ

や内分泌かく乱物質は対象とすべきである。 
・理由：人の健康と環境に著しい悪影響をもたらす化学物質を対象とすることが、ＷＳＳＤの目標を

第一義とする化審法見直しの原点であるはずである。 
（化学物質問題市民研究会） 
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［意見７］ 12 頁下段「また、今後の化審法の体系を考える上で、どのような情報に基づいてリス

クが十分に低いと判断するのか、またどのような場合に、最終的に人の健康や動植物に影響を及ぼす

おそれがある 
又はリスクが高いと判断するのかといった具体的な判断基準等を科学的知見等に基づいて示す 
ことが望ましい。」 
・意見：スクリーニング評価の判断基準及びその後のリスク評価基準の指針、及びその結果として想

定される概略物質数をこの報告書に示し、パブリックコメントの対象とすべきである。 
・理由：報告書案の根幹であると思われるスクリーニング評価とその後のリスク評価の判断基準が曖

昧である。判断基準の指針及び想定される概略物質数が報告書に示されなければ、行政のリスク評

価実施・管理体制、実施スケジュールを含め、この報告書案自体を適切に評価することができない。

我々が知りたいことは、約 2 万程度と言われる既存化学物質のうち、優先評価化学物質となるの

は、たとえばカナダ国内物質リスト（DSL）分類の優先化学物質と同程度（4,000）なのか、

Environmental Canada, September 2006  Summary of Government of Canada
Categorization Decisions for Substances on the DSL
http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/dsl/cat_gc_decisions.cfm あるいはそれ以上なのか、もっ

と少ないのか、ということである。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見８］ 13 頁中上段「こうした国際動向も踏まえ、化学物質を取り扱う事業者は、その取り扱

う化学物質について自らＧＨＳ分類を行い、有害性が一定程度以上あると分類される場合には、情報

伝達を行うよう努めるべきである。」 
・意見：情報伝達は、事業者間だけでなく消費者にまで確実に伝わらなくてはならず非常に重要であ

る。そのようなことを事業者の自主性にまかせるわけにはいかない。国が表示すべき有害物質を定

め、情報伝達及び製品への表示を法的に義務付けるべきである。表示は従来の表示方法にこだわら

ずウェブを利用するなど先進的な方法を採用すべきである。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見９］ 14 頁中上段「現行の新規化学物質事前審査制度は、国が、一定のハザード（分解性、

蓄積性、人への長期毒性及び生態毒性）に関する評価を行うために、これらデータの取得を事業者に

義務付けている。これは、ハザード評価結果に応じた上市後の適正な化学物質管理を促し、また、高

ハザード化学物質については新規化学物質としての上市を未然に防止する効果を有する観点等から、

非常に有効な制度である。」 
・意見：現行の新規化学物質事前審査制度が有効であることはその通りである。したがってハザード

評価による審査制度は変えるべきではなく、残すべきである。また対象物質としては良分解性の化

学物質でも、人の健康や動植物に影響が生じる可能性があるもの、特にＣＭＲや内分泌かく乱物質

も対象とすべきである。 
・理由：報告書案が述べるとおり、ハザード評価による審査制度が有効であるのでそれをあえて変え

るべきではない。また良分解性物質でも、人の健康と環境に著しい悪影響をもたらす化学物質は対

象とすることが、ＷＳＳＤの目標を第一義とする化審法見直しの原点であるはずである。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１０］ 14 頁下段～15 頁上段「このような中、今後、国が優先評価化学物質を中心としてリ

スクに着目した評価を実施していくに当たっては、新規化学物質についても、上市前の審査の際、現

行制度で必要な分解性・蓄積性データやスクリーニング毒性情報等のハザード情報に加えて、上市後

に想定される製造・輸入数量と予定用途を踏まえたスクリーニング評価を行い、その結果、リスクが

十分に低いと判断できないものについては優先評価化学物質として分類することにより、上市後の化

学物質と同様にリスクに着目した評価を実施すべきである。なお、新規化学物質が優先評価化学物質

に該当するかどうかの判断については、上市後の化学物質に対するものと同じ基準で行うべきであ

り、製造・輸入量及び用途については、届出の際に記載されている予定情報を用いることが妥当であ

る。」 
・意見：1. ハザード評価をベースとする現行事前審査制度は変えるべきではない。 

2 .対象物質としては難分解性、高蓄積性だけでなく、良分解性の化学物質でも、人の健康や動植物

に影響が生じる可能性があるもの、特にＣＭＲや内分泌かく乱物質は対象とすべきである。 
3. 事前評価はスクリーニング評価ではなく、一定数量以上のすべての化学物質の製造・輸入数量、

用途情報及び製造・輸入数量、及び重篤な毒性に応じて定義されたハザード情報に基づくハザード
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評価、暴露評価、リスク評価を上市前に実施すべきである。 
・理由：1. 報告書案 14 頁中上段で述べられている通り、現行事前審査制度は有効であるので、それ

をあえて変えるきではない。 
2. 良分解性物質のものでも、人の健康と環境に著しい悪影響をもたらす化学物質を対象とするこ

とが、ＷＳＳＤの目標を第一義とするとする化審法見直しの原点であるはずである。 
3. スクリーニング評価は”科学的根拠に基づくリスク評価”ではなく、簡易評価である。”科学的

根拠に基づくリスク評価が行われることなく、新規物質を市場に出すことは許されない。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１１］ 18 頁上中段：「化審法では、難分解性、高蓄積性及び長期毒性の性状を併せ持つ高ハ

ザードの化学物質に関しては、第一種特定化学物質に指定し、これまで原則としてその製造・使用等

を厳しく制限してきた。このような本質的にリスク管理が困難とされる化学物質については、引き続

き厳格な管理措置を継続することとする」。 
・意見：1. 「第一種／第二種特定化学物質」の定義を見直し、ＷＳＳＤ目標の 2020 年までに廃止す

べき又は代替すべき“高懸念物質リスト”を最優先で作成し、他の既存化学物質のスクリーニング

評価より前に、また新規物質の場合には事前審査時に、厳格なハザード評価を行い、その結果に基

づき、厳格な管理を行うべきである。 
 2. これらの“高懸念物質リスト”には難分解性、高蓄積性、長期毒性だけでなく、良分解性であっ

てもＣＭＲ、内分泌かく乱性、及びそれらと同等の懸念を有する物質が含まれるべきである。 
3. 国際的及び国内の既存のデータに基づき、最優先で高懸念物質の選定基準を作成すべきである。

この“高懸念物質リスト”は、スウェーデンの環境 NGO ケムセックの SIN List 1.0（現在 267 物
質）や、The International Chemical Secretariat September 17, 2008 The REACH SIN* List 1.0 
(*Substitute It Now) http://www.chemsec.org/documents/080917_reach_sin_list.pdf カナダ

の“最も高い優先物質リスト”（約 400 物質）と遜色のないものでなくてはならない。

Environmental Canada, September 2006  Summary of Government of Canada
Categorization Decisions for Substances on the DSL
http://www.ec.gc.ca/substances/ese/eng/dsl/cat_gc_decisions.cfm 
4. 該当する高懸念物質を既に上市している、あるいは新規に上市しようとする事業者は、国の厳格

な評価に必要な所定のデータを法的強制力に基づき提出しなくてはならない。 
5. リストに挙げられた高懸念物質を含む製品には、表示義務を導入すべきである。表示は従来の表

示方法にこだわらずウェブを利用するなど 2020 年を見据えた先進的な方法を採用すべきである。

・理由：1. 現行の第一種特定化学物質の対象は、難分解性、高蓄積性及び長期毒性（ＰＢＴ）であり、

その数は現在わずか 16 物質、第二種特定化学物質でも 23 物質である。改定化審法が、ＷＳＳＤ

の“化学物質が、人の健康と環境にもたらす著しい悪影響を最小化する方法で使用、生産されるこ

とを 2020 年までに達成する”ことを目標とするのであれば、ＰＢＴだけでなく、少なくともＣＭ

Ｒ、内分泌かく乱物質、及びそれと同等の懸念物質を“高懸念物質”とし、厳格な管理を行うとと

もに、2020 年までに代替又は廃止しなくてはならない。 
2. 報告書案参考資料 2「影響評価」（8 頁上段）で「網羅型については、スクリーニング型に比べ

て絞り込みを行うことでいち早くリスクの高い物質を抽出することが劣るという論点も存在し」と

しているが、このような高懸念物質リストを最優先で作成すれば、網羅型でもいち早くリスクの高

い物質を抽出することができる。 
3. ”高懸念物質リスト”を作成し、そのような物質を含む製品に表示義務を課すことにより、事業

者にはリスト上の物質使用の廃止、又はその代替のインセンティブが働き、ユーザーや消費者には

そのような物質が含まれる製品に厳しい目を向け、そのような物質や製品の廃止、代替を推進する

ことを期待できる。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１２］ 20 頁中段「なお、今般の制度見直しによって導入される優先評価化学物質に関して

も、我が国全体での化学物質のリスク管理を促進すべく、第二種特定化学物質と同様の情報伝達義務

を導入すべきという議論もあった。他方、リスクが十分に低いとは判断できず更なる評価を行う必要

があるもの、と位置づけられた優先評価化学物質については、事業者にとってリスク評価の結果が未

定の状態で適切なリスク管理措置を実施することが困難であること、また、対象物質数が少なくない

と想定されること等の論点も考えられる。このような状況を踏まえ、国は、優先評価化学物質に対す

る情報伝達義務を導入すべきか、引き続き検討し、必要に応じて対応すべきである。」 
・意見：情報伝達義務を導入すべきである。 
・理由：既述した通り、優先評価化学物質の判断基準には製造・輸入数量、用途情報とともに製造・
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輸入数量に応じて定義されたハザード情報を含めるべきであり、これらの情報に基づいて選定され

た優先評価化学物質のリスク管理はできるはずである。逆に事業者にとってリスク評価の結果が未

定の状態であり、適切なリスク管理措置を実施することが困難であるような物質を市場に出すこと

は許されない。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１３］ 22 頁上段「なお、このような段階的なリスク評価体系を構築することで実現される

化学物質管理について、その他の想定される対策オプションとの費用効果分析を、行政機関が行う政

策の評価に関する法律（政策評価法）に基づき３省が行っているところ、費用・便益ともに、定量的

な分析には一定の限界も見られるが、化審法の新制度は対策オプションの中でも効率的に必要な効果

を挙げられると分析されているところである。」 
・意見内容：報告書案 参考資料 2「化審法等の見直しに係る規制影響評価について（案）」は化審法

見直し検討会において審議されていない。費用効果面で妥当とする評価は論理的な裏づけがなく、

既定の政府方針に合わせるためのこじつけのように見える。費用・便益ともに定量的な分析が不十

分であり、ＷＳＳＤ目標の達成にとって、網羅型よりスクリーニング型がふさわしいとする根拠の

説明になっていない。影響評価報告書案は化審法見直し検討会で審議されるべきである。 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１４］ 24 頁上段：「ナノテクノロジーは、次世代の産業基盤技術として、幅広い分野で社会

的に大きな便益をもたらすことが期待されている一方、ナノマテリアルは、その粒径が極めて小さい

ため、元の状態とは異なる特性や形状を有している。そのため、人の健康や環境に対するナノマテリ

アルの影響については、現状では不明であり、従来のハザード評価手法では十分に対応できない可能

性が指摘されている。また、人の体内や環境中でのナノマテリアルの物理化学的性状や挙動について

も、現状では明らかではない。このような中、経済産業省等の関係省庁、産業技術総合研究所等の研

究機関が積極的にＯＥＣＤにおける定義、試験方法、評価方法等の国際協調の取組に参加するととも

に、厚生労働省及び環境省が検討会を設置し、ナノマテリアルの安全対策、環境中への放出の可能性

等について検討を行っているところである。今後の科学的な知見の蓄積や国際的な動向を踏まえ、対

応策について引き続き検討していくことが必要である。」 
・意見：ナノ物質の有害性を示唆する多くの研究が発表されている。それにもかかわらず、ナノ物質

を含む多くの製品が国の管理基準もなく製造され市場に出ていることは、人と生態系に重大な影響

を及ぼす可能性があり、大きな問題である。国は、アスベストの愚行を繰り返すべきではない。 
1. ＷＳＳＤ目標にある“予防的取組方法に留意して”、下記の暫定的な措置を早急に講じ、ナノ物

質を管理／規制すべきである。(1) ナノ物質は全て新規物質とみなす。(2) 製造・輸入者に試験デ

ータを含む所定データの提出を義務付ける。(3) 国は提出されたデータ及び既知のデータに基づ

き、暫定的に安全性を評価し、暫定的管理グレード（許可、制限、禁止）を決定する。(4) 新たに

市場に出すナノ物質については、国の暫定管理グレードが決定するまで市場に出すことはできな

い。(5) ナノ物質を含む製品にはナノに関する表示を義務付ける。(6) ナノ物質の管理に関わる政

策の検討及び策定に市民を参加させる。 
2. この暫定的措置とは別に、下記の管理機能を持つ総合的な「ナノ物質管理の枠組み」を構築すべ

きである。(1) ナノ技術標準化管理(2) ナノ物質管理（主にハザード管理）(3) ナノ製品管理 (主に

リスク管理)(4) ナノ物質影響監視管理 
・理由：1. 様々な種類のナノ物質の有害性を示唆する多くの研究が発表されており、人と生態系に重

大な影響を及ぼす可能性がある。 
2. しかし、ナノの安全基準はなく、ナノ物質、ナノテク製品、そしてナノ応用技術は管理の対象に

なっておらず、安全性が確認されないままに野放しで市場に出ている。 
3. ＷＳＳＤに述べる予防的取組方法に留意すべきである。 
4. アスベストでおかした誤りを繰り返すことは許されない。 

（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１５］ 24 頁最下段「さらに、化審法以外の化学物質関連法制全体をカバーして相互連携を

目指した総合化学物質管理法制についての意見もあり、今後の検討課題として認識すべきである。」

・意見：化学物質関連の様々な法が省庁縦割り行政の下で、ばらばらに実施されている現行管理体制

と法体系を全面的に見直して、総合的化学物質管理を目指す省庁を超えた一元管理体制と総合的法

体系を構築するための検討を直ちに開始すべきである。 
・理由：化学物質管理に関する現在の省庁縦割り行政には人の健康と環境を守るための一貫した理念

や整合性がなく、省庁間／各法間の齟齬や抜けがあり、その弊害は枚挙にいとまがない。国民は大
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変迷惑している。EU における REACH のような抜本的な化学物質管理の改革が世界の流れであ

る。日本では、市民、環境団体、消費者団体、労働団体等が「化学物質政策基本法制定ネットワー

ク」を結成し、総合的管理を目指す「化学物質政策基本法」の実現を求めている。

http://www.toxwatch.net/cheminet/index.htm 
（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１６］18 頁中下段「化審法においては、第一種特定化学物質について許容される用途が極め

て限定されており、実質的に使用等は認められていないが、こうした動きを踏まえ、規制の国際調和

を図る観点からも、第一種特定化学物質に係る用途制限を見直す必要がある。具体的には、代替不可

能であって、かつ、ＰＯＰｓ条約等において国際的に許容されている用途（エッセンシャルユース）

については、化審法においても、環境中への放出などが厳格に管理されていることといった一定の条

件の下で許容できるようにすべきである。ただし、エッセンシャルユースとしていったん許容された

場合でも、事業者による代替化や低減化に向けた取組を担保できるようにすべきである。」 
・意見：基本的にはエッセンシャルユースについては厳格な条件の下に許容せざるを得ない場合があ

りうると考えるが、許容条件は少なくとも下記を含むこと。 
1. エッセンシャルユースとして許容する場合には、その用途に対する代替品がなく、その用途が社

会的に必要不可欠であることを事業者と国は明確にすること、2. エッセンシャルユースと認める前

に、厳格な管理方法、リスクの低減化計画、代替化計画、代替化開発スケジュールを事業者に提出

させ、国はそれらを厳格に評価すること、3. エッセンシャルユースとして使用を認める期間を 5 年
と限定し、期間を超えたら事業者に新たな申請をさせること。 

（化学物質問題市民研究会） 
 
［意見１］ P8 16-18 行目: 「化審法における規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任を

持って行い、そのための情報収集は、基本的には事業者が行なうという体制が望ましい」 
・意見：リスク判断は一義的に国が行うとするのではなく、事業者にもリスク判断に参加出来る余地

を残した柔軟な制度とすべきであり、リスク評価に事業者が参加できる制度設計を要望する。 
・理由リスク判断への事業者の参画とは、個々の物質の特性や使用の状況によってリスク判断のため

の評価手法、リスク判断基準が異なりうることから、これらを含めたリスク判断の全般に渡って事

業者の参加を可能とするものである。このようにすることによって、リスク判断の結果として規制

につながる場合にも、事業者の規制についての理解、協力も得やすくなると考える。従来の化審法

での審査においては、事業者側のこのような情報提供を加味した判断を行うことが制度上明らかに

なっていないと認識している。 
（シリコーン工業会） 
 

17 

［意見２］ P10 31-33 行目「難分解性・高蓄積性を理由として選定される第一種監視化学物質を

指定する制度は、後述のように、取引の際の情報提供・管理を強化する意味から引き続き維持するこ

とが適当である」 
・意見：第一種監視化学物質についてもリスク評価の全体設計に取り込むべきであり、第一種監視化

学物質を残すとした場合でも、試験方法・判断基準について国際動向、評価手法の進歩を踏まえた

多面的な評価項目への見直しが必要である。また事業者側の意見申立機会の制度上の担保、第一種

監視化学物質の解除がありえる制度設計とすべきである。 
・理由：第１種監視化学物質のみを現行のまま残すことは、リスク評価を取り入れる制度設計とする

趣旨とは相いれないものと考える。海外では、場合によっては環境モニタリングの結果も加味して

難分解性・高蓄積性の判断を行う動きもあり、このような海外動向とも整合しないものと考える。

何らかの形で第一種監視化学物質の指定制度を残すにしても、現行の限られた分解性・濃縮性試験

のみから第一種監視化学物質を指定するのではなく、国際動向および関連評価手法の進展を踏まえ

た試験方法、判断基準の見直しを希望する。もし制度上でこのような判断基準を組み入れることを

直ちに実施できない場合にあっても、第一種監視化学物質への指定審議において、事業者側からの

このような情報提供がある場合にはこれらの結果を加味して審査することを認めるよう、制度上の

担保を要望する。今回報告書案の中で、優先評価物質ではリスク評価または有害性評価によっては

指定解除を行いえる制度としていると同様に、第一種監視化学物質についても指定解除を行い得る

条件を定める制度とすべきである。 
（シリコーン工業会） 
 

18 ［意見１］ Ⅱの２．（１０頁、２段落８行目）『他方、既存化学物質のうち、必要なハザード情報が

不足している物質については、一定以上のばく露が想定される場合にはリスクが十分に低いと判断出
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来ないとして、優先評価化学物質に指定すべきである。』 
･意見：必要なハザード情報とは何かを明確にしていただきたい。また、既存化学物質で容易に分解

する物質については、優先評価化学物質に指定する必要は無いと考えます。 
･理由：容易に分解する物質については、そのまま長期間滞留することはないため、リスクは小さい

と考えられる。また、環境中で確認された場合も、そのものの排出ではなく、分解生成物等で存在

するケースもあるため、容易に分解する物質に関しては数量で優先評価化学物質とするのは避ける

べきである。 
（ダイトーケミックス(株)） 
 
［意見２］ PⅡの３．（１５頁、３段落１行目）『新規化学物質のハザード評価結果を開示する場合

の名称の扱については、現行の化審法では、審査を受けた後（規制対象物質の場合には遅滞なく、そ

うでない場合は 5 年後に）、IUPAC 名称を基本として公示される。その後、当該物質は既存化学物質

と同等に取り扱われるが、IUPAC 等の詳細な名称が公示されるとその構造が特定されて容易に他者

による同一物質の製造が可能となることから、新規化学物質の詳細な名称の公示は届出事業者にとっ

て競争上の地位を損なう可能性があるとの指摘がある。』 
･意見：名称の公示は完全に特定できないような総称を認めるか、公示までの期限を延長する検討を

お願いする。 
･理由：海外では総称での登録が認められていること。および、申請に関しては事業者の負担が大き

く、また、単独で知的財産制度の活用は難しい物質もあるため、届出事業者の地位を確保するうえ

において重要であると考える。 
（ダイトーケミックス(株)） 
 
［意見１］ 項目Ⅱ 化審法の新体系について 
・意見：報告書（案）にはいわゆる「中間物等の事前確認（法第３条第１項第４号）」制度はどのよ

うになるのか具体的な言及がないが、改正後も同制度の維持を希望する。 
・理由：現行の中間物事前確認制度でも、環境放出・設備・廃棄・最終製品へ至るまでの過程につい

てのリスク管理を行っており、基本的には改正に向けた主旨に整合していると考えるため。 
（味の素(株)） 
 
［意見２］ 項目Ⅱの３の④ 少量であることによりリスク懸念が低いと考えられる新規化学物質の

事前審査 
・意見：報告書（案）には、少量新規化学物質確認制度についての但し書きとして「複数の事業者が

重複してリスクが高いと懸念される場合は、確認を行わない。」とあるが、「複数の事業者・・・」

という表現を削除し、「リスクが高いと懸念される場合には・・・」とすることを提案する。 
・理由：医薬品の研究開発段階においては（あるいは生産量の少ないものは上市後においても）、原

料・中間体の供給確保の観点から、原料・中間体としての新規化学物質の委託製造を複数事業者に

対して行うことが多い。このような場合においても通常は委受託の関係を通じて、あるいは品質保

証体制の下に製造と供給はコントロールされている。したがって、事業者が複数であることをもっ

て即リスクが高いと判断されることのないように配慮されることを希望するものである。 
（味の素(株)） 
 
［意見３］ 項目Ⅱの３の④ 少量であることによりリスク懸念が低いと考えられる新規化学物質の

事前審査 
・意見：少量新規化学物質確認制度において、複数事業者による重複が生じた場合の取り扱いを明瞭

かつ予見可能なものとすることを希望する。また、複数事業者間での取り扱いが公平なものとなる

ことを希望する。 
・理由：少量新規化学物質確認制度について、改正により総製造・輸入量管理から事業者単位での確

認になることは、実態に即しており適切と考える。一方、現行の制度では実質早い者勝ちとなって

いる感を否めず、確認を得るために実際よりも大目の量で申請を行う事業者が増えるなど悪循環も

招く可能性があると感じるため、改正の際にはこの点が配慮されることを期待するものである。 
（味の素(株)） 
 

19 

［意見４］ 項目Ⅱの３の④ 少量であることによりリスク懸念が低いと考えられる新規化学物質の

事前審査 
・意見：少量新規化学物質確認制度において、複数業者による重複が生じた場合、当該物質の申請数

量、ハザード情報だけではなく、当該物質の用途・使用状況・使用形態に基づいたリスク評価を希
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望する。 
・理由：特に医薬産業、医薬中間体産業においては研究開発段階のものの多くが少量新規化学物質の

数量に該当するが、それらについては多くの場合用途や使用形態が限定的（たとえば特定の開発医

薬品の中間物）であり、製造・輸入者の数はもちろん使用事業者の数も限定的であるため、数量と

ハザード情報だけでは、環境へ及ぼす影響を決定することは難しいのではないかと考えるため。 
（味の素(株)） 
 
［意見５］ 項目Ⅱの３の③ ＱＳＡＲについて 
・意見：評価方法としてＱＳＡＲを用いる場合には、どのような場合にリスクが高いと判断されるの

かの基準あるいはガイドラインの明確化と医薬品産業の特殊性を考慮した法整備を希望する。 
・理由一般に医薬中間物である新規化学物質には、最終製品である原薬（活性成分）に類似する薬理

活性ならびに毒性を示す可能性があり、その場合ＱＳＡＲ手法においてハザード、ひいてはリスク

が高いと懸念される化学物質と判断される可能性がある。これは医薬品関連物質の特性として不可

避のものであるので、医薬品産業の特殊性を考慮した法整備が望まれる。一方、医薬品・中間体産

業においては、委受託関係や品質保証体制の下に製造と供給がコントロールされることが多い。ま

た、近年は生理活性の高い化学物質も環境放出の危険性を抑えて製造することができる。このよう

な状況への配慮を希望するものである。 
（味の素(株)） 
 

20 ［意見１］「上市後の製品に対する化学物質の製造・輸入量等を定期的に届け出る制度創設」につい

て  
・意見：数量の届出の方法については、単純に対象物質の数量を届ける方法のみでなく、種々の物質

の状況、性質に応じた届出方法をご検討お願いしたい  
・理由：石油製品（原油、各燃料等）は、多種の化学物質の混合物として構成されるおり、個々の構

成物質の濃度は非常が低いとともに、全ての構成物質を特定する公定分析の方法も確定してしない

のが現状です。このような石油製品の製造量・輸入量の届出については、個々の物質毎に分類する

のではなく、製造プロセスを一分類とするような欧州のＲＥＡＣＨ規制での石油類の分類（ＣＯＮ

ＣＡＷＥが定めたガソリン、灯油といった製品基準の区分わけ）を参考に数量届出の分類設定をご

検討ただきたい。また、このような分類を行うことにより、既存化学物質の有害性情報の欧州デー

タの活用も今後可能であり、より効果的にデータが整備できると考えます。 
（出光興産(株)） 
 
［意見１］ Ⅱの２．の①（９頁、２段落）『上市後のすべての化学物質を対象とし、まずは、一定

数量以上の化学物質を製造・輸入する事業者に対し、定期的に、その製造・輸入数量等を国に届け出

させる制度を創設することが必要である。同時に製造・輸入数量からばく露（環境中への排出）の状

況を判断するために、客観性及び国際整合性を有する分類に基づく用途情報の届出を求めることとす

べきである。』 
･意見：定期的な製造・輸入数量の届出を制度化する場合、届出時の化学物質の名称・同一性に関し

て、報告者の作業性や国際整合性を考慮した具体的な考え方を運用等で明示していただきたい。 
･理由：化審法においては通常、官報公示整理番号（所謂ＭＩＴＩ番号；以下ＭＩＴＩ番号）で化学

物質の特定が行われるが、1 つのＭＩＴＩ番号で複数の化学物質が該当する場合が多く存在する。

一方、海外を中心に利用されているケミカルアブストラクトサービスの化学物質数値識別番号（所

謂 CAS 番号；以下 CAS 番号）においても同様の事例があるほか、重複登録も数多く存在する。報

告に際しては、作業者（企業）や集計者（国）の実務作業性を考慮し、化学物質の名称・同一性の

定義を明確にし、また、分かりやすく解説を行うよう配慮をお願いしたい。 
また、輸入数量の届出を制度化する場合、特に混合物の輸入に際して、化学物質への組成分解、他

輸入品で同一化学物質がある場合の合算等煩雑な作業が必要となるが、前提は海外企業からの組成

開示であり、その際、化学物質の認識には通常 CAS 番号が用いられることから、CAS 番号とＭＩ

ＴＩ番号の相関付けは早急に整備すべき課題と考える。一方で、海外企業には CBI の観点から組

成開示には消極的な企業も多く、CAS レベルでの開示は行わずＭＥＴＩ番号でのみ情報開示を行

う企業も散見される。海外企業へ情報開示の必要性を認識させることは至難の業であることから、

法規制内容、運用内容の海外への情報発信等に関して十分配慮をいただきたい。（運用内容の英文

化など） 
（DIC(株)） 
 

21 

［意見２］ Ⅱの２．（１３頁、２段落５行目）『用途情報の効率的な収集・把握のためには、川下事
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業者と川上事業者との相互連携が望まれる』 
･意見：事業者間による相互連携のみならず、川下事業者からの情報発信がスムーズに行われるよう、

当局としても積極的に指導するべきである。 
･理由：情報提供・伝達に関して、化学物質を取り扱う事業者からの情報発信に重きが置かれている

ことは理解するところである。一方で、新体系におけるリスク評価には、ばく露情報つまり用途情

報が非常に重要なファクターであり、その用途情報の取得には川下事業者からの情報発信が不可欠

である。その際、業界により用途認識の違い等が発生することが想定されることから、国としては

リスク評価で利用される用途分類やその定義を明示するなど、正確なリスク評価を行うための情報

流通に積極的な関与をお願いしたい。 
（DIC(株)） 
 
［意見３］ Ⅱの３．の④（１７頁、8 行目）『低生産量の新規化学物質に関する審査の特例制度との

整合性も確保しつつ、少量新規化学物質確認制度については、事業者単位（年間 1 社 1 トンまで）で

確認を行うことを基本とすべきである』 
･意見：前年確認量を下回る確認等、企業の継続的開発を妨げるような運用が行われないよう、少量

新規化学物質確認制度と低生産量の新規化学物質に関する審査の特例制度の整合性を十分に確保

していただきたい。 
･理由：少量新規化学物質の確認申請は新製品開発段階でなくてはならない重要な制度であるが、一

方で、低生産量新規化学物質の審査の特例の申出は該当化学物質の将来を見極める非常に重要な段

階で行われる申出制度である。少量新規→低生産量→正規申請の流れは企業の新製品開発、継続的

発展には不可欠な流れとなって定着していると考える。従って、低生産量申出における突然の確認

数量減少は、得意先からの供給責任の追及等、該当製品にとってはビジネス上重大なマイナス影響

を及ぼすこととなり、企業の健全な発展を阻害することになりかねない。今後の政省令設計の中で

十分な整合性をとっていただくようお願いしたい。 
（DIC(株)） 
 
［意見１］ ・少量新規化学物質の事前確認制度の改正案について 
 報告書(案)を拝見すると、多数の事業者が重複する場合には確認を行なわない旨の記述があります

が、その場合の調整の機会は制度として構築されるのでしょうか。現行通り申出数量を行政が減じる

ことにより対応されるのであれば、現行制度より透明性が高まることを期待しております。（前年度

実績者を優先する場合も含めた、割り振り算出式の開示など。） 
 また、現行の受付時期について、1 月下旬の初回申請以降 次の 6 月まで申出機会がないため、急

に話にあがった新規案件への法的対応がより迅速になせるよう、6 月を 5 月あるいはゴールデン・ウ

ィーク前に早める、あるいは 4 月前後の人事異動を避けるため年度ごとの区切りを暦年ごと(1～12
月)に変更されることなどもあわせてご検討いただければと思います。 
（新日本薬業(株)） 
 
［意見２］ 有害性調査指示について 
 複数の事業者が関与する場合、その数量や取扱額により妥当な分担となるよう、透明性の高い新制

度が定められることを期待致します。 
（新日本薬業(株)） 
 
［意見３］ 審査済み化学物質の名称公示のあり方について 
 開発者の先行利益確保について、「名称公示までの期間を適切に確保」することでの対応案に賛同

致します。ただしその期間は、規制対象物質であれば現行通り、そうでない場合は知的財産制度によ

る独占の期間（特許の場合は出願日から 20 年、延長制度があるものはそもそも化審法対象外）より

短いものを設定されないと、知的財産制度との整合性が取れないと懸念致します。 
（新日本薬業(株)） 
 

22 

［意見４］ 基盤整備について ～ 行政側管理体系 
 行政に報告がなされた企業の秘匿情報が漏洩するリスクの低減や、審査の更なる迅速化といった観

点から、三省への審査・報告体制を独立行政法人といったところに一箇所に委託集約させることはご

検討課題にあるのでしょうか。 
 また、2020 年までにわが国における化学物質のリスク管理体制を整えるという目標の実現にあた

り、化審法に限らない、多数の化学物質規制法令の監督・運用を、独立行政法人への委託や化学品庁

などを新設することにより一元化し、効率化を図ることなどは検討されているのでしょうか。 
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（新日本薬業(株)） 
 
［意見５］ 基盤整備について ～ 公開データベースの改善要望 
 対象化学物質のデータベースの集約及び更なる拡充が必須だと思われます。各機関・企業において

は、調査事案が発生する毎に化学物質の法令確認作業に膨大な時間と手間が費やされていることと推

察いたします。また、報告書(案) p.23 にも記載がございましたが化学物質管理に係る他法令・規制

についても、ある化学物質がどの制度にかかるかについて、一つのデータベースに集約されることを

切望いたします。 
 さらに、規制当局だけでなく民間側も情報を活用できるよう、規制対象物質並びに既存化学物質の

リストをテキスト形式による開示（CSV ファイル、エクセルファイルなど）を希望致します。その

リストにおける記載項目については、「リスト番号（不変）、和名、英名、Hill 方式による分子式（提

案理由は後述）、（可能であれば）SMILE などの文字による化学物質既述式、（可能であれば）CAS
番号、（可能であれば）日化辞番号（提案理由は後述）、該当規制につながる情報（化審法であれば

METI 番号など）」を挙げさせていただきます。こういったリストが開示されることにより、各機関・

企業が内部にもつデータベースへの組み込みもより容易になり、法令順守の円滑化にもつながると思

いますので、是非ともご検討いだければと思います。 
 官報での公示において、化学物質の名称記載に縦書きや漢数字などが使われる場合がございます

が、こういった読解に無駄な手間だけがかかる公示手法は産官学のどこに対してもメリットがあると

は思えません。改善に向けて必要な法令改正がなされるようこれまでもご尽力されてきたとは思いま

すが、より一層の推進を強く望む次第です。しかしながら制度がすぐには変わらないことも想定され

ますので、さしあたっては行政側のデータベースや上述リストの同日更新などを希望致します。 
 また、特に化審法の登録化学物質においては「アルキル～」「～の反応物」など特定の物質に絞り

込めない表現のものが多数ございますが、これらについてはそのまま既存化学物質としてこれからも

残るのであれば、単純なデータベースの検索だけでは洩れる危険性がございます。これらについては

上に挙げたリストの開示とは別に、別途集約して 構造図付きの目録を PDF あるいは書籍などでご

用意いただければ、確認作業効率が格段に上昇すると思われます。ご検討いただきたく存じます。 
 また、CAS 番号は米国の作成機関により厳粛に管理されているとはいえ、誤って重複してつけら

れることや、位置異性体や光学異性体の存在、水和水や塩の比率ごとに、収録対象とみなされれば付

与されることになります。化学物質のより正確な整理を今後とも CAS 番号に依存するのであれば、

上に挙げたような多数の CAS 番号を全て登録する必要があると考えます。 
 他方、一般の利用者が多数の CAS ナンバーを保持・利用することには制限があると聞き及んでお

りますが、この点については OECD 並びに日本行政が利用する範囲に限っては米国あるいはデータ

作成元による協力確約は明確になっているのでしょうか。報告書(案) 別紙 1 SIDS 項目にも CAS 番

号並びに CAS Descriptor が明記されていることから、上述の懸念は杞憂であることを願う次第で

す。 
 もしそうでない場合は、日本国内に限れば 日化辞番号、及び日化辞データベースへのリンク化活

用推進を代替案の一つとして挙げさせていただきます。 
 ただ日化辞番号を別途活用するにしても、異性体や水和水により同番号を多数用意せねばならない

ことには変わりありません。前述の化学物質リスト開示の提案に「Hill 方式による分子式」を加えた

理由は、検索や整理の際にこのような問題に対処することも関係しております。是非ともご検討の程

よろしくお願い致します。 
（新日本薬業(株)） 
 
［意見６］ 過去の通知について 
 発行年月日や通知番号、文言、により、Google などの一般の検索エンジンに、過去の通知も含め

てヒットするよう電子化のさらなる推進拡充を進めていただくようお願い致します。（通知の番号の

付け方や中央官庁の部局についてまで熟知していなければ、欲しいものを迅速に探せないことがあり

ます。）（経済産業省が実施されている年度ごとの既存化学物質の数量調査に対して、個別の検索でな

く過去の既存化学物質並びにその除外範囲を実際に過去の通知を辿ることにより網羅的に確認した

いことがございました。） 
（新日本薬業(株)） 
 

23 ［意見１］ 化学物質審査規制法（以下、化審法という）の位置づけ 
（１）該当箇所 
・「化審法見直し合同委員会報告書（案）」（以下、見直し案とする）には、「化学物質は、用途や接取・

ばく露形態に応じて、毒性の程度により、様々な法律によって規制されている」（1 頁 7 行目）、「化

18 



学物質管理に係る制度については、化審法だけではなく、・・・多くの法制度が相まって、全体とし

て人の健康の保護や環境保全の成果を上げている」（23 頁 14 行目）とあり、「化審法以外の化学物質

関連法制全体をカバーして相互連携を目指した総合化学物質管理法制についての意見もあり、今後の

検討課題として認識すべきである」との記述もある（24 頁 19 行目）。 
（２）意見内容 
化学物質管理について基本理念・基本施策を定めるとともに、基本戦略を立案する一元的組織を設置

するための「化学物質政策基本法」を制定すべきである。そして、化審法については、現行の化学物

質排出把握管理促進法と統合し、化学物質政策基本法の下で、新規・既存を問わず、すべての化学物

質について一元管理を可能にする法律として抜本的に見直すべきである。 
（３）理由 
現行の化学物質は、化審法のみならず、複数の法規制によって行われているが、共通理念や基本戦略

を定める法律がなく、以下のような規制のすき間という問題も生じている。化学物質全体についてす

き間のない管理を進めるためには、総合的な法制度の設計が必要である。 
たとえば、農薬取締法では、農薬の登録や販売・使用を規制しているが、農作物の防除にのみ適用さ

れるため、家庭用殺虫剤などは対象外となっている。また、家庭用殺虫剤のうち、ハエ・蚊など衛生

害虫用のものは薬事法の規制対象だが、アリ・ナメクジなどの不快害虫用のものや、シロアリ駆除剤

などに規制がないなど、その制度設計に一貫性がない。このような規制のすき間によって、適切な対

策が行われず、化学物質過敏症等の健康被害をひきおこしていることは看過できない。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見２］ 難分解性の問題 
（１）該当箇所 
・見直し案は、「難分解性、高蓄積性及び長期毒性の性状を併せ持つ高ハザードの化学物質に関して

は、第一種特定化学物質に指定」（18 頁 8 行目）、「リスクが高い化学物質は、第二種特定化学物質に

指定」（19 頁 27 行目）としており、現行法と同様、いずれについても難分解性があることを要件と

している。 
（２）意見内容 
化審法の規制対象物質について、難分解性を要件とする枠組みを見直し、良分解性の化学物質も対象

とするべきである。 
（３）理由 
難分解性を要件とすることによって、本来規制の対象となるべき化学物質が対象から除外されてしま

っている。良分解性でも、人毒性や生態毒性があって、大量暴露の可能性がある物質はあり、それら

に対する規制が必要である。たとえば、ビスフェノールＡ（ＢＰＡ）やフタル酸化合物などは、良分

解性であっても常態的に暴露している状況にあるとともに、生殖毒性や内分泌かく乱作用が疑われて

おり、規制対象とすべきである。 
 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見３］ リスク評価の限界 
（１）該当箇所 
見直し案は、「各国において、・・・製造・使用状況も踏まえたリスク評価を重視する動きがみられて

いる」（6 頁 29 行目）ことを指摘し、「予防的取り組み方法に留意しつつ、科学的なリスク評価に基

づき、リスクの程度に応じて製造・使用の規制、リスク管理措置、情報伝達等を行うことを基本的な

考え方とすべき」（7 頁 15 行目）とする。 
（２）意見内容 
化審法の中に「予防原則」（予防的取り組み方法）を明文化し、科学的根拠が不確実であっても、人

健康や環境に悪影響をおよぼすおそれがあるときには積極的に対策を講じる仕組みをつくる必要が

ある。 
（３）理由 
化学物質の影響は複雑で、脳神経系や免疫系をはじめとして複雑で、その科学的解明は容易ではない。

特に子どもの脳や行動の発達への影響など、長期的・複合的影響の解明となると、現代科学でもほと

んどわからないのが実状である。リスク・アプローチでは、このような影響を十分に評価することが

できない。したがって、予防原則が重要であり、化審法の中にその仕組みを明文化すべきである。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見４］ スクリーニング型か網羅型か 
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（１）該当箇所 
見直し案は、「国として、まず、定期的に収集した製造・輸入数量及び用途情報等を用いて環境中へ

のばく露状況を推計し、これにハザード評価に関する既知見を踏まえたスクリーニング評価を行っ

て、さらにリスク評価を優先的に行うべき物質を絞り込むことが必要である」（8 頁 25 行目）とし、

影響評価において、網羅型とスクリーニング型を比較検討した上で、便益はほぼ同様だが、費用にお

いてスクリーニング型が優れていると評価している（9－10 頁）。 
（２）意見内容 
以下の理由に基づき、網羅型を採用すべきである。 
（３）理由 
化学物質の管理は、危険有害性（ハザード）に応じて行われるべきものであり、その意味でハザード

情報の把握は化学物質管理のベースとなるものである。したがって、既存化学物質についても、ＥＵ

のＲＥＡＣＨと同様に、「ノーデータ・ノーマーケット原則」を基本原則として、一定生産量以上の

全ての化学物質について登録・審査を義務づけるべきである。 
見直し案では、網羅型ではなくスクリーニング型を援用する理由としてコストの問題が重視されてい

るが、化学物質の人の健康や環境への多様な影響を把握することの重要性に比して、さほど多額とも

いえないコストの問題を重視することは問題が多いといわざるを得ない。これまでの公害・薬害事件

を振り返ると、対策のコストを重視し、化学物質のリスクを低く見誤ったために取り返しのつかない

被害を発生させてしまったのである。この苦しい教訓を決して忘れてはならない。 
今回の影響評価によると、日本で網羅型を採用した場合には、約 5,000 物質程度がその対象になると

しており、そのコスト総額は 280 億円と推計されている（5－6 頁）。一方、同じスクリーニング型を

とるカナダのＤＳＬ分類審査計画では、4,000 物質が優先化学物質に指定されている。また、カナダ

政府は、化学物質管理計画を実施するために、今後 4 年間に 3 億ドル（約 300 億円）を約束する意

図があると言明している（8 December 2006 Ottawa, Ontario “Canada’s New Government 
improves protection against hazardous chemicals”）。 
日本で網羅型を採用しても 5,000 物質程度であるならば、そのコストはさほど問題とはならないとい

うべきである。したがって、事業者ごとの年間の製造又は輸入数量が所定量以上のすべての化学物質

について登録・審査を実施すべきである。化学物質が人健康や環境に多大な影響を及ぼすおそれがあ

ることを鑑みれば、網羅型を採用することこそが社会的な要請にかなうことは明らかである。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見５］ 既存化学物質におけるスクリーニング評価について 
（１）該当箇所 
  見直し案では、既存化学物質に対して、まず、「一定数量以上の化学物質を製造・輸入する事業

者に対し、定期的に、その製造・輸入数量等」および「用途情報」の届け出をさせた上で、次に、ス

クリーニング評価を行い、優先評価化学物質に該当するか否かを判断する、とある（9－10 頁） 
（２）意見内容 
  製造・輸入数量・用途の届け出に加えて、ハザード情報の届出を義務づけることが必要である。

（３）理由 
化学物質（既存化学物質を含む）は、そのハザード及びリスクを適正に評価されない限り、製造し、

又は輸入してはならないと考えるべきである（ノーデータ・ノーマーケットの原則）。この原則にも

とづき、既存化学物質を所定量製造又は輸入しようとする事業者に対しては、上市前にまずハザード

情報を提出させるべきである。国が適切にハザード情報を把握することが、リスクの評価・管理の出

発点である。ＥＵのＲＥＡＣＨにおいても、事業者は、テクニカル・ドシエ（技術一式文書）の中で

ハザード情報を提出することがまず求められている。 
この点、現行法では、既存化学物質の第二種監視化学物質又は第三種監視化学物質を指定する前の段

階で、ハザード評価が行われていた。しかし、見直し案では、スクリーニング評価の前には、製造・

輸入数量・用途の届出を事業者に義務づけているにすぎない。これらを義務づけたことは評価できる

が、これでは、スクリーニング評価が、原則として製造・輸入数量をベースに行われることになり、

優先評価化学物質を選定するための手続きとしては不十分である。 
また、見直し案は、既に一定のハザード情報が得られている場合や、事業者が自主的にハザード情報

を提出した場合には、それをスクリーニング評価に反映させる（10 頁 6 行目）としている。しかし、

ハザード情報の提出は、その実効性を担保するため、任意ではなく義務づけが必要である。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見６］ 新規化学物質の事前審査について 
（１）該当箇所 
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見直し案は、「新規化学物質についても、・・・スクリーニング評価を行い、・・・リスクに着目した

評価を実施すべき」とする（14 頁 29 行目）。 
（２）意見内容 
新規化学物質については、今後もハザード情報のみで審査を行うべきである。 
（３）理由 
現行法では、新規化学物質の事前審査においてはハザード情報のみで審査が行われている。これに対

して、見直し案では、ハザード情報の収集に加えて、上市後に想定される製造・輸入数量と予定用途

を踏まえたスクリーニング評価を行うという二段階の審査を経ることになっている。 
スクリーニング評価を導入することにより、ハザード情報にもとづけば一定程度の有害性があるにも

かかわらず、予定されている製造・輸入数量が少ない（暴露量が少ない）等の理由により、結果とし

てリスクが低いと判断されてしまうおそれがある。 
前述のとおり、化学物質の審査・管理は、ハザード情報を基本とすべきであり、新規化学物質につい

ては現行法の体制を維持すべきである。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見７］ 優先評価化学物質について 
（１）該当箇所 
 見直し案は、「リスクが十分に低いとは判断できす更にリスク評価を行う必要があるもの」を「優

先評価化学物質」として指定するとしている（10 頁 1 行目）。 
（２）意見内容 
仮に網羅型ではなくスクリーニング型を採用するとしても、それによって選定される「優先評価化学

物質」の内容、対象物質数が不明確である。優先評価化学物質の選定基準とその選定プロセス、それ

に該当する想定物質数を明確にすべきである。そして、その選定プロセスにおいては、情報公開と市

民参画を保障するべきである。 
また、スクリーニング評価自体がどのような機関でどのように行われるのか、その機関の意思決定の

透明性がいかに担保されるのかについても明記すべきである。 
（３）理由 
優先評価化学物質は、今回の見直しの要の一つであり、ここにおけるスクリーニング評価をいかに充

実させるかによって、化審法が進展するか後退するかの真価が問われることになる。しかしながら、

その実態は、見直し案からは不明確である。影響評価においても、現行の監視化学物質とほぼ同数を

想定した約 1,000 物質での評価しか行っておらず（5 頁）、新制度におけるリスク管理がどれだけ進

展するのかがここからは見えてこない。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見８］ 用途ごとの規制について 
（１）該当箇所 
 見直し案では、「用途情報」と「詳細用途情報」を区別し、「詳細用途情報」を「段階的なリスク評

価を実施する過程で、更なる詳細な評価のため、ばく露の推定等に必要となる用途情報であり、リス

ク評価結果を適宜公表しつつ明確化していくことを想定している」と定義付けている（11 頁）。 
（２）意見内容 
事業者が一次に提出する詳細用途情報の内容をより詳しく明記すべきである。リスク評価はハザード

×暴露に基づいて行われるものであり、個々の化学物質についてのより詳細な用途情報を収集する必

要がある。 
また、用途ごとでの規制を徹底させるために、ＥＵのＲＥＡＣＨのように、提出された用途以外での

化学物質の製造・輸入を禁止する仕組みを導入すべきである。 
（３）理由 
見直し案は、用途情報を提出させるという方向での進展は見られるものの、その情報はリスク評価の

ための一資料としているにすぎず、用途ごとの規制はその他の個別法で対応するという体制を堅持し

ている。しかし、このような体制では、前述のような規制のすき間を埋めることはできない。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見９］ ハザード情報の収集 
（１）該当箇所 
 見直し案は、「ハザード情報については、・・・製造・輸入事業者に対してＳＩＤS データの必須項

目を基本とした情報の提出を求めることが望ましい」（11 頁 15 行目）とあり、事業者は任意の提出

しか求められていない。 
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（２）意見内容 
任意の提出ではなく義務付けるべきである。 
（３）理由 
 ハザード情報の収集を確実にし、国民の知る権利を確保するためには、情報の提出を義務付けるこ

とが必要である。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 
［意見１０］ 第二種特定化学物質について 
（１）該当箇所 
 見直し案は、「今後は、上記の段階的なリスク評価を実施した結果、リスクが高いと評価された化

学物質を第二種特定化学物質にしていて、法に基づきその製造・輸入の制限、取り扱いの適正化、安

全性情報の確実は伝達等によるリスクの低減措置を講ずることとすべきである」とする（20 頁 2 行

目）。 
（２）意見内容 
 見直し案においても、第二種特定化学物質の指定の基準とそのプロセスが、依然不明確かつ不透明

である。指定基準を明確にし、そのプロセスにおいて情報公開と市民参画を徹底すべきである。 
また、現行法の規制の態様については、事業者の自主的取り組みに委ねられている部分が多く、製造・

輸入量の制限、用途ごとの使用制限等、効果的な規制を導入すべきである。 
（３）理由 
 現行法では、第二種特定化学物質は、2005 年 9 月現在で計 23 物質が指定されているにすぎない（施

行令 1 条の 2）。また、その規制の態様としては、製造・輸入事業者による製造・輸入予定数量の届

け出（26 条 1 項）とその届け出数量の変更命令（同条 4、5 項）、主務大臣による環境汚染防止のた

めの技術上の指針の公表（27 条）等が規定されているにすぎない。 
（ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議） 
 

24 （該当箇所）24 ページ最後のパラグラフ「化審法以外の化学物質関連法制全体をカバーして、相互

連携を目指した総合化学物質管理法制についての意見もあり、今後の検討課題として認識すべきで

ある。」 
 
(意見内容）総合的化学物質管理法制について、今後の検討課題として認識するにとどめず、今回の部

分的な化管法見直しにとどめず、化学物質政策基本法の制定をめざして、早急に検討に入るべきで

あると結論つけること。 
 
(理由) 
日本における化学物質管理政策の最大の欠陥は、司令塔なき省庁縦割りの法規制にある。例えば、こ

こ３年来問題になっているアスベスト被害に関しても、1975 年に労働安全衛生法で吹き付け作業

を禁止しただけで、アスベストの「管理使用」を認めてきたという総合的戦略の欠如が、被害の拡

大や救済の遅れにつながったといえる。 
私たち市民団体は、この間、2004 年 11 月に「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」をまとめ、

賛同団体署名を行ってきた。2006 年 12 月には、「化学物質管理に関する市民からの提案」をまと

め、よりよい化学物質管理政策への転換を提言した。 
 この間、国際的には 2002 年に「2020 年までに化学物質による人の健康と環境に対する悪影響を最

小にする」といういわゆる WSSD の 2020 年目標が定められ、それに間に合うように、EU では新

化学物質管理政策 REACH が施行されている。アメリカでも TSCA（有害物質規制法）の大幅改

正が目論まれており、国際的にも化学物質管理に関する転換点に来ている。 
 2006 年末から日本政府は順次、化管法（化学物質排出把握管理促進法）、化審法と化学物質政策の

見直しを行っているが、小手先の修正という感がある。今こそ、2020 年目標を達成するために、

一元的・総合的な化学物質管理を実現する必要があると考える。 
 見直し合同会合の一部委員からの少数意見とせずに、今後、早急に検討すべき課題だと結論付ける

べきである。 
（化学物質政策基本法を求めるネットワーク（ケミネット）） 
 

25 ［意見１］(該当箇所)９ページ化学物質の上市後のばく露状況を把握する仕組みの構築 
(意見)リスク評価のための曝露情報としての製造、輸入量、用途情報の届出は評価できるが、対象物

質の範囲を明確にすべきである。また届出情報はＰＲＴＲ制度と同様に公表すべきである。 
(理由)一定数量以上の化学物質の製造・輸入数量、用途情報等を届出る制度を新設するのは賛成する
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が、市民が理解できるように、どの程度の数量以上を報告させるのか、明らかにすべきである。その

際、ＣＭＲ物質やナノ物質など届出義務化する数量下限を小さくするなどの方向性を示すべきであ

る。 
また化管法で規定されているＰＲＴＲ制度とリンクし、事業者から届出られた製造・輸入量等につい

ての届出情報は公表する制度とすべきである。そうすれば、ＰＲＴＲ届出対象事業業の未届者の把握

も容易になる。さらには、有害性の高い化学物質の使用量の削減と排出量の削減などの化管法の目的

が達成できやすくなる。 
（特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク） 
 
［意見２］(該当箇所)１２ページ 上市後のリスク評価における環境中の残留性の考慮 
(意見)リスク評価するのであれば、良分解性物質もリスク評価し、リスク高いものは規制対象物質と

するべきである。 
(理由)化学物質の人及び生態系への影響を最小化するという２０２０年目標を達成するためにリスク

の観点から化学物質を評価、管理するのであれば、難分解性という性質にこだわる必要がないので、

良分解性であっても環境蓄積性の高い、リスクの高い物質は規制するような法体系にすべきである。

（特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク） 
 
［意見３］(該当箇所)８ページの末から９ページにかけて 具体的には別紙２  
(意見)「優先評価物質リスト」のスクリーニング手法が不明である。どのような方法で実施すべきか、

手順を明記すべきである。 
(理由)優先評価物質をどのように絞り込むのか、スクリーニングの方法を明らかにすべきである。予

想される 
優先評価物質の数など、実現可能性を示すべきである。参考資料の法規制影響評価で見積もられた必

要とされる経費の金額であれば、国民の安全・安心のために５０００物質２８０億円程度の出費でで

きるのであれば、国費を投じても全ての既存物質のリスク評価をやってもコスト的には安いと思う。

（特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク） 
 
［意見４］(該当箇所)７ページ WSSD 目標を踏まえた化学物質管理 
(意見)２０２０年までにリスク評価のサイクルが完結するのか不明なので、根拠を明らかにすべきで

ある。 
(理由)WSSD の２０２０年目標を踏まえて、すべての既存物質、表示物質の安全性評価を実施すべき

であり、その実施のための組織や資源についての検討が不十分である。また、有害性のあるものから

実施すべきであり、具体的にどういう物質をいつまでに安全性評価するのか。事業者からの有害性情

報の提供期限などを明確にすべきである。今回の報告書では実現可能性の検討ができていないので、

検討課題、検討方法などを追加すべきである。 
（特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク） 
 
［意見５］(該当箇所)２３,２４ページ今後の課題 
(意見)ナノ物質などの新技術に対する評価を現行の新規物質として取り扱ってよいのか、検討が不十

分である。 
(理由)ナノマテリアルの安全性、環境への影響については科学的な知見の蓄積や国際動向を踏まえて、

対応策について引き続き検討していくことと課題に挙げているが、日本のナノマテリアルの流通の現

状や新規物質としてどの程度登録されているのか現状を明らかにした上で、今後の課題を整理するべ

きである。委員会としての検討が不十分である。 
（特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク） 
 
［意見６］ （該当箇所）24 ページ最後のパラグラフ「化審法以外の化学物質関連法制全体をカバ

ーして、相互連携を目指した総合化学物質管理法制についての意見もあり、今後の検討課題として認

識すべきである。」 
(意見内容）総合的化学物質管理法制について、今後の検討課題として認識するにとどめず、今回の部

分的な化管法見直しにとどめず、化学物質政策基本法の制定をめざして、早急に検討に入るべきであ

ると結論つけること。 
(理由) 
日本における化学物質管理政策の最大の欠陥は、司令塔なき省庁縦割りの法規制にある。例えば、こ

こ３年来問題になっているアスベスト被害に関しても、1975 年に労働安全衛生法で吹き付け作業を

禁止しただけで、アスベストの「管理使用」を認めてきたという総合的戦略の欠如が、被害の拡大や
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救済の遅れにつながったといえる。 
私たち市民団体は、この間、2004 年 11 月に「化学物質汚染のない地球を求める東京宣言」をまとめ、

賛同団体署名を行ってきた。2006 年 12 月には、「化学物質管理に関する市民からの提案」をまとめ、

よりよい化学物質管理政策への転換を提言した。 
 この間、国際的には 2002 年に「2020 年までに化学物質による人の健康と環境に対する悪影響を最

小にする」といういわゆる WSSD の 2020 年目標が定められ、それに間に合うように、EU では新化

学物質管理政策 REACH が施行されている。アメリカでも TSCA（有害物質規制法）の大幅改正が

目論まれており、国際的にも化学物質管理に関する転換点に来ている。 
 2006 年末から日本政府は順次、化管法（化学物質排出把握管理促進法）、化審法と化学物質政策の

見直しを行っているが、小手先の修正という感がある。今こそ、2020 年目標を達成するために、一

元的・総合的な化学物質管理を実現する必要があると考える。 
 見直し合同会合の一部委員からの少数意見とせずに、今後、早急に検討すべき課題だと結論付ける

べきである。 
（特定非営利活動法人有害化学物質削減ネットワーク） 
 

26 消費者センターで相談員をしている私のところにも、化学物質の被害の相談をいただくことが時々あ

ります。しかしながら、化学物質の相談は因果関係の立証が困難な場合が多く、PL センター等、他

の相談窓口を案内することが多いのが実情です。 
 また、実際の化学物質の被害の後々のフォローすることも困難な事が多いのです。商品や役務の契

約以上に化学物質については消費者と事業者との間に情報量の格差があります。 
実際、被害を受けても裁判まで起こす人は少ないといえます。平成 18 年 8 月 31 日東京高裁判決で電

気ストーブから発生した有害化学物質による裁判で、販売店の不法行為を認めた判決があります。被

害を訴えていくことすら現状では困難を伴う上、裁判をするしか方法がない場合も多くあります。裁

判をするには費用と労力を要し、実際は泣き寝入りせざるを得ないケースが多いのです。 
そこで私の意見として、化学物質による被害の対応窓口を設置していただきたいと思います。化学的

な知識を持った専門家の方が対応していただける窓口、できれば消費者の被害の調整、斡旋できる機

関の窓口の設置を望みます。 
（個人） 
 
［意見１］ P.9 の「化学物質の上市後のばく露状況を把握する仕組みの構築」に関して、改正する

化審法が事業者に対して求める報告は、単に「製造・輸入数量等」のみではなく、「保管及び使用・

廃棄」も加え、化学物質のライフサイクルにおける使用実態を考慮した管理体制の確立が不可欠であ

る。リスク管理のためには、ばく露情報が必要となる。ばく露・疫学的情報などの収集及び解析に対

し政府として尽力する必要がある。構造活性相関などで有害性は類推できるが、ばく露については類

推できず、実測データや PRTR などがなければ十分とはいえない。そこで、事業者に求める情報を

強化し、リスク評価の精度を上げる必要がある。また、経年的な情報も過去のリスクと比較する上で

も有用である。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見２］ P.9 の重篤な毒性（CMR）等を有する化学物質については、「毒性に関する GHS による

分類結果の根拠情報がある場合」に限定せず、予防的取組方法の観点から、届出は「任意」ではなく、

「義務」とすべきである。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見３］ 発がんリスクや生殖異常リスクなど、質の違うリスクを数値のみで評価するのは困難で、

しかも流通している化学物質の種類に対し、リスク評価に必要なデータが不足している。それによっ

て生じる「評価ができないリスク」を回避するための一定の「予防的な措置」が必要となる。 
 そこで、単に「留意する」に留まらず、科学的なリスク評価が明確に出ていなくても、十分に勘案

されるよう P.9 の「リスク評価の実施における優先順位等の判断」の中に具体的な予防的取組方法に

関する記載が必要がある。化学物質の有害性判断の前段に、予防的見地から判断するシステムとすべ

きである。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 

27 

［意見４］ P.11 のリスク評価については、単体の化学物質だけでなく、複合影響（複合ばく露）を

含める必要がある。複合影響の定量的な評価手法に加え、アスベストの例もあるように、ばく露期間

の長さや、ばく露後に相当程度の時間が経過した後の健康被害などについても、政府の協力のもとに
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研究を促進すべきである。さらに、製品内に含有される意図的でない生成物による総合的な影響につ

いても、調査し評価することが不可欠である。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見５］ ⑤の「適切なリスク管理のための手法の充実及び情報提供・伝達等」を推進するために

は具体的な基準が必要であり、P13 の「有害性が一定程度以上あると分類される場合には、情報伝達

を行うよう努めるべきである」としているが、「一定以上」の基準を明確化し、情報の伝達を義務化

とすべきである。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見６］ P19 の「第一種監視化学物質」の取り引きに関わる情報伝達を制度化し、情報伝達を義

務化すべきである。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見７］ 規制を行う膨大な化学物質について、その生態影響・リスク評価を担う人材育成が不可

欠であり、P.23 の「今後の課題」の中に環境に携わる幅広い人材育成計画に関する記載が必要である。

（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見８］ ナノマテリアルについては、製造や取扱い作業現場での測定法等の研究開発の促進が必

要である。確かに、人体への影響については更なる知見の集積が必要ではあるもの、一部の学術論文

において、一定の条件下でマウス等に影響を与えることを示唆する報告がなされていることに鑑み、

知見の集積がなされるまでの間は、予防的取組方法に基づくばく露対策を行うことが必要であり、「引

き続き検討」とするだけでなく、しかるべき対策についての言及が不可欠である。 
 （日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見９］ 現在実施されている動物実験については、国際的な動向を踏まえ、動物実験代替法によ

るリスク評価手法やトキシコゲノミクスなども検討すべきであり、P.23 に「今後さらなる研究が必要

である」旨の記載が必要である。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見１０］適正な化学物質管理を推進するためには、国際的な動向を踏まえつつ、かつ既存の行政

機能の見直しが必要となる。化学物質のハザード情報やばく露情報など、リスク管理・評価に関する

情報を総合的に収集・評価を行う研究機関を創設するとともに、化学品庁の設置を今後の課題とすべ

きである。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見１１］ILO 第 170 号条約（職場における化学物質の使用の安全に関する条約）、同第 174 号条

約（大規模産業災害の防止に関する条約）の批准に向けた取り組みを今後の課題とすべきである。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 
［意見１２］今般のような合同委員会には、様々な利害関係者が集まるべきである。化審法改正の議

論に労働者の代表がいなかったことは大変残念なことであり、今後は、マルチステークホルダー・プ

ロセスを推進して、労働組合を議論の場に参画させるべきである。 
（日本労働組合総連合会（連合）） 
 

28 ［意見１］  
■該当箇所 
Ｐ．９ ①化学物質の上市後のばく露状況を把握する仕組みの構築 
■意見内容 
第２段落の最後に、”客観性及び国際整合性を有する分類に基づく用途情報の届出を求めることとす

べきである。”とあるが、事前審査においても国際整合を進め、試験データはＲＥＡＣＨ等海外の物

質登録あるいは届出と共用できるよう柔軟な運用をお願いしたい。また、国外で審査済みの物質につ

いては、重複する審査項目を割愛する等の簡易審査を導入して頂きたい。 
■理由 
化学物質の登録・届出は各国の審査スキームが異なっており、化学物質を輸出する企業にとっては大

きな負担となっているが、今般ＲＥＡＣＨ規制が発効したことで益々その負荷は大きくなることが予

25 



想される。今回の化審法改正では審査基準においても国際整合を図ることによって、同一評価項目に

ついては同一データで対応できるようにするとともに、カナダ・豪州のようにアセスメントについて

も国外の評価結果を参照する等の弾力的な運用を取入れて頂きたい。 
（社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会） 
 
［意見２］  
■該当箇所 
Ｐ．１７ ⑤低懸念ポリマーの確認制度の創設 
■意見内容 
今回の改正において、低懸念ポリマーの運用を導入することについては賛成であるが、その運用にお

いては事業者自身で該非判定ができるように低懸念のクライテリアを明示し、低懸念ポリマーに該当

するポリマーについては審査免除としてほしい。 
■理由 
ポリマーについては、ＥＵではＲＥＡＣＨ登録対象外としており、また米国では低懸念ポリマーにつ

いては届出不要としている。化審法においても合理化できるところは取入れて効率化すべきである。

（社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会） 
 
［意見３］  
■該当箇所 
Ｐ．１９ ③リスクが高いと懸念される化学物質に関するリスク低減措置等 
■意見内容 
この項の最後に「国は、優先評価化学物質に対する情報伝達義務を導入すべきか、引き続き検討し、

必要に応じて対応すべきである。」とある。化学物質については、情報伝達はリスク管理の観点から

必要であると認識しているが、製品については、まずは国が収集したハザード情報、詳細用途情報お

よびリスク評価結果を公開し、自主管理にまかせるべきと考える。 
■理由 
優先評価物質はまだリスク評価が完了していない物質である。一方、優先評価物質の数は膨大である

ことから、製品に対する情報伝達の義務化が事業者に与える負荷は極めて大きいものになる。そのよ

うな事業者への負荷に対して見合う効果が期待できないことから、別の管理方法を考えるべきであ

る。 
（社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会） 
 
［意見１］ 既存化学物質については、製造者や輸入者に対して、期限を決めて、生産・輸入量、用

途別使用量、毒性データ及び環境汚染データの提出を求め、その内容を公表すべきである。期限まで

に提出されない場合は、その物質の製造・使用を止めさせるべきである。 
（反農薬東京グループ） 
 
［意見２］ 新規化学物質については、製造者や輸入者に対して、毒性データの公開させ、パブリッ

クコメントを求めた後、用途を限って使用を認め、生活環境や自然環境の汚染状況をみて、使用の継

続の可否を決める。 
（反農薬東京グループ） 
 
［意見３］ すべての化学物質について、その製造者や輸入者、販売者には、製造量、輸入量、販売

量、用途別使用量を届出と公表を義務づけるべきである。 
（反農薬東京グループ） 
 
［意見４］ すべての化学物質について、その製造者や輸入者、販売者には、その物質の生活環境及

び自然環境の汚染状況の調査実施と公表を義務づけるべきである。 
（反農薬東京グループ） 
 
［意見５］ 化学物質を使用した製品については、その製造者や輸入者、販売者に、製品中に含まれ

る化学物質の名称と含有量を公表するよう義務づけるべきである。 
（反農薬東京グループ） 
 

29 

［意見６］ 化学物質の、生産・輸入・輸出量、製品ごとの含有量、毒性情報、食品や環境汚染情報

等を国民すべてが知ることのできるデータベースを構築し、インターネットで公開すべきである。 
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（反農薬東京グループ） 
 
［意見７］ 上記３～６のデータの公表を前提に、企業の知的財産の保護する制度を新たに設ける。

（反農薬東京グループ） 
 
［意見８］ 現行化審法では、難分解性、高蓄積性を有する化学物質の規制に重点が置かれているが、

分解性や蓄積性に問題がないとされている化学物質でも、人の生活環境に常時検出される化学物質は

化審法の対象とすべきである。 
（反農薬東京グループ） 
 
［意見９］ 現行化審法で、適用除外となっている農薬、医薬品、医薬部外品については、同じ化学

物質が、他の用途でも使用されることがあることを鑑みて、適用対象として、取扱うべきである。 
（反農薬東京グループ） 
 
［意見１０］ 有害性の評価に、環境ホルモン作用や化学物質過敏症に係る評価を導入すべきである。

（反農薬東京グループ） 
 
［意見１１］ 適正に使用すれば安全ということで、使用されている化学物質が多くあるが、その物

質による環境汚染や健康被害が出た場合、使用者だけでなく、製造者や輸入者、販売者の責任を明確

にすべきである。 
（反農薬東京グループ） 
 
［意見１］ 化学物質の上市後のばく露状況を把握する仕組みの構築(p9) 
 
意見：暴露状況を把握するに、製造･輸入量や用途情報は比較的容易に入手可能であることは認める

が、それだけでは現実の人々や野生生物の暴露状況を把握することは困難である。特に我が国では米

国 CDC の全米環境化学物質暴露調査のような人を対象とした定期的なバイオモニタリング調査は行

われておらず、化審法の枠組みの中でなくとも良いが、この機に併せて検討すべき。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
［意見２］ ④上市後のリスク評価における環境中への残留性の考慮 
このような化学物質を化審法のリスク評価の対象とすることについては、他法令による排出段階での

対応も可能であり、化審法の制定や運用経緯にかんがみて慎重にすべきとの意見もあった。 
このような状況を踏まえ、国は、化審法で措置を行うことが適切かどうか引き続き検討を行い、リス

ク評価及びリスク管理を進めていくべきである。(p12) 
 
意見：環境を経路して暴露するおそれのある化学物質を管理する化審法の目的からして、難分解性の

性状を有しない化学物質を対象から除外する正当な理由はない。他法令に委ねるのであれば、それこ

そ我が国全体の化学物質管理体系の議論の中で検討すべきである。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
［意見３］ 厳格なリスク管理措置等の対象となる化学物質の取扱い 
■①第 1 種特定化学物質に関する国際整合化 
エッセンシャルユースとしていったん許容された場合でも、事業者による代替化や低減化に向けた取

組を担保できるようにすべきである。(p18) 
 
意見：第１種特定化学物質は基本的には廃絶すべき物質であることに変わりがなく、エッセンシャル

ユースといえども定期的に厳密な評価をすることが不可欠である。さらに、REACH における認可物

質のように代替計画等の提出を義務づけるなど、より安全な代替を促す仕組みをセットで組み込む必

要がある。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
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［意見４］ ①新制度の構築による化学物質管理体系の提示 
我が国の化学物質管理の体系は、既述のとおり、化審法以外の法律と相互に補完しつつ成り立ってい

る。化審法の対象とする化学物質、ライフサイクルにおける管理の及ぶ範囲にはおのずと制限がある

ものの、上記のような化審法の制度見直しを行うことにより、我が国全体の化学物質管理水準の向上
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を通じた国民の安全・安心、環境の保全の実現に資することが可能となる。新制度によってＷＳＳＤ

の 2020 年目標を確実に達成し、・・・(p20) 
 
意見：我が国の化学物質管理の体系が、化学物質の主要な今日的課題に対し、洩れなく相互に補完で

きているかどうかの検討が一切なされずに、述べられたような化審法の改訂によって「2020 年目標

を確実に達成し」得ると思わせる表現は適切ではない。また化審法の改訂だけを持って、「国際的に

も遜色のない化学物質管理を実現」できるとするのも同様にあまりにも誇張が過ぎる。 
理由：2020 年目標の達成は SAICM の包括的戦略方針、世界実行計画などに示されているように、

ライフサイクルにわたるリスク削減、情報と知識に対する取組、ガバナンスの改善などを含む包括的

な取組なしにはあり得ない。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
［意見５］ スクリーニング評価の結果として絞り込まれた優先評価化学物質については、その詳細

な名称等を速やかに公示するとともに、定期的に届け出られる製造・輸入数量を踏まえ、適時適切に

優先評価化学物質の対象の見直しを行い、その結果を速やかに公表すべきである。(p21) 
 
意見：優先評価化学物質については詳細な名称等を公示するとあるが、公表内容に用途情報及び含有

される可能性のある消費者製品の名称等を含めることを明記すべきである。 
理由：物質の名称だけでは、一般の市民には意味のある情報として伝わらない。上にあげた情報をセ

ットで公開すべきである。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
［意見６］ なお、このような段階的なリスク評価体系を構築することで実現される化学物質管理に

ついて、その他の想定される対策オプションとの費用効果分析を、行政機関が行う政策の評価に関す

る法律（政策評価法）に基づき３省が行っているところ、費用・便益ともに、定量的な分析には一定

の限界も見られるが、化審法の新制度は対策オプションの中でも効率的に必要な効果を挙げられると

分析されているところである。（ｐ22） 
 
意見：ここで述べられている評価内容は、第三者を含めた客観的な評価とは言い難く、合同検討会で

も十分に検討されていない。開発事業関係者がためにする環境影響評価と同様の疑念を抱かせる。し

たがってこの部分の記述は削除すべきである。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
［意見７］ ・・事業者間で情報伝達を行わせる制度を導入すべき・・・。・・・製品であって、当

該物質が環境中に放出されるおそれのあるものに関して、・・・同様に情報伝達を行わせるべきであ

る。(第１種監視化学物質に関する情報提供の強化、p19) 
 
意見： 後者の「情報伝達」は前文と同様に事業者間を指すのか、事業者から消費者への情報伝達ま

で含めているのか曖昧である。消費者への情報伝達を含むことを明確に表現するべきである 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
［意見８］ ・・・国は、優先評価化学物質に対する情報伝達義務を導入すべきか､引き続き検討し、

必要に応じて対応すべきである。（II.４．③リスクが高いと懸念される化学物質に関するリスク低減

措置等 p20） 
 
意見：基本的に国民はどの製品に「リスクが十分に低いとは判断できず更なる評価が必要な」物質が

含まれているのかを知る権利があるはずである。情報伝達義務導入をためらう根拠が示されていな

い。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
［意見９］ 化審法を含む多くの法制度により化学物質管理がなされている状況について、国民の目

からは全体像が分かりにくいとの指摘がある。国は、今次の見直し内容も含め、化学物質管理の状況

について、事業者及び国民に分かりやすく説明するよう努めるべきである。(p24) 
 
意見：全体像が分かりにくいのは、既存の法体系が縦割りに細分化され、合理性を大きく欠く必要以

上に複雑であることもその要因である。また、それらほとんどにおいて、市民を含む関係者への情報
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開示や意思決定への参加が閉ざされてきたことも大きな要因の一つである。説明をして済むようなレ

ベルの問題ではない。 
（(財)世界自然保護基金ジャパン） 
 
[意見１]   
今回の報告書（案）に基づいた改正案では、基本的な理念などの点で、世界的水準の化学物質管理の

法律とは言い難く、アジア諸国の模範となる化学物質管理法の制定が望まれる。 
指摘事項は以下の通り。(1)法の目的：「難分解の性状を有し、」に限定していること、(2)法令上は少

なくとも「人の健康と環境の保護」を同等とすること。(3)急性毒性が要求されていないなど SIDS
項目が法の目的から可能にすること。(4)「化学物質」の定義を合成化学物質とし、労働安全衛生法、

化管法と整合性を測る。(5)化学物質の試験を、製造業者、輸入業者及び使用者その他に対して指示

することを、一般に可能にするよう法律で明記すること。(6)企業秘密の保持の概念が化審法に限ら

ず日本の法令には乏しい。(7)動物愛護の精神から試験の重複を防ぐため、新規化学物質の届出がす

でに行われているか否かの確認制度が必要。 
（化学品安全管理研究所） 
 
［意見 2］ 
4 ページ 4 行目。化学物質のリスク（化学物質が環境中に排出された後に人の健康や動植物に悪影響

を及ぼす可能性）「環境中に排出された後に」は削除。化学物質のリスクの定義には「環境中に排出

は含まない。」 
（化学品安全管理研究所） 
 
〔意見 3〕ＱＳＡＲ 6 ページ８行目 
ＱＳＡＲ は統計処理の結果であるから、False Negative が付きまとう。 
優先物質の選定には有効であるが、これだけに頼ることなく、新規化学物質の審査などにおいては、

必要に応じ試験の指示も必要である。 
（化学品安全管理研究所） 
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〔意見 4〕企業秘密の公開 
例えば新規化学物質の白公示は 5 年間秘密保持される事にはなっているが、なお輸入通関時の官報番

号の記載要求などの他に労働安全衛生法では新規化学物質名が中間物を含め、1 年後に公開されるな

ど、企業秘密の保護の配慮が足りない。 
またＱＳＡＲのためには、厳重な秘密保護のもとに開示することも考えられる。 
（化学品安全管理研究所） 
 
［意見１］ P10 企業間の秘密保持にご配慮いただきながら、国が実施するリスク評価の過程・内

容については当事者に可能な限り公開していただくなど、企業側が自主的に適切なリスク管理が進め

られるような仕組みの構築もお願いしたい。 
また、この度、国への報告が義務化される数量・用途等の情報は企業にとって非常に重要な機密事項

であることを十分ご理解いただき、情報管理を徹底し、かつ慎重なお取扱いをお願いしたい。 
（ダイセル化学工業(株)） 
 
［意見２］ P15 「引き続き検討」という言葉で終わらせるのではなく、EU のように後発者にも

応分の経済的負担を求めるようなしくみを明確に打ち出した上で、法の施行に踏み切るべきであると

考える。 
（ダイセル化学工業(株)） 
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［意見３］ P16 QSAR やカテゴリーアプローチ、低懸念ポリマーの考え方を積極的に取り入れる

という考えは、国際的整合性の点ならびに企業における新規化学物質開発の迅速化を推進する点か

ら、強く賛同します。ハザード評価手法のみならず、不純物の定義、高分子 2%ルールなどについて

も国際的整合性という点からご検討をお願いしたい。 
QSAR には、評価精度の問題があり、この評価結果のみで、毒性を論ずるのは難しいと考える。本報

告書（案）にも記載されているように、QSAR をスクリーニングツールに利用あるいは有害性を他デ

ータとの組み合わせで評価するという考えに同意します。 
QSAR の認知度が決して高いとはいえない現状を踏まえ、是非、評価ツールの公開、定期的な教育、

より評価精度の高い QSAR の開発推進をお願いしたい。 
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（ダイセル化学工業(株)） 
 
［意見１］ I③ Japan チャレンジについての記述の追加。「本プログラムによって日本国内での化

学物質の安全性情報を取得する取組が官民連携によって加速されたとの評価を受けている。」という

中間評価を明記すべきである。 
（ライオン(株)） 
 
［意見２］ Ⅱ２． 「化審法における規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任をもって行

い、そのための情報収集は基本的に事業者が行うという体制が望ましい。」という説明文は、Japan
チャレンジプログラムの活用やハザード情報が得られない場合の国による役割も加え、以下の様に概

要が理解できるよう記載されたい。 
「化審法のリスク評価体系においては、規制と自首のベストミックスがベースであり、よってリスク

評価において、規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任を持って行い、事業者は公表された

リスク評価手法を活用し、自主的なリスク評価・管理を促進し、自ら取り扱う化学物質の環境排出量

の削減に努めることとする。またその評価のための情報については、既知見等を踏まえた上で、十分

なデータが揃わないものについては、Japan チャレンジプログラムで形成された官民連携の仕組みを

十分にいかし、事業者による情報収集・情報提供を最大限に求めつつ、ハザード情報が得られないこ

とを理由にリスク評価が進まないことを回避するため、国も積極的にデータ収集の役割を行うという

体制が望ましい。」 
（ライオン(株)） 
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［意見３］ Ⅱ２．③ 「ハザード情報については、」SIDS データの必須項目を基本とした情報の提

出を求めることが望ましい」とあるが、あくまでも、当該物質のリスク評価は、一律に必須項目全部

を求めるものではなく、リスク評価の進展、結果に従って残された必須項目について、SIDS ベース

で情報を求められると理解しているがその点を確認したい。 
（ライオン(株)） 
 
［意見１］ Ｐ１１ 「③リスク評価の実施と情報収集への事業者の協力」  
・意見：「③リスク評価の実施と情報収集への事業者の協力」において、「個々の用途情報等のばく露

情報については、製造・輸入事業者に加えてその使用事業者に対しても情報の提出を求めることが

必要である。」とあるが、使用者への用途情報等のばく露情報の提出を求める場合、その制度運用

時において効率的な情報提出が可能となるよう、以下の点に配慮していただきたい。 
・どの調達品（調剤等）に情報を求められている物質が含まれているかなどのインプット情報の担

保 
・提出する用途情報等は、化審法の目的である環境を経由したばく露評価に資する項目の範囲とす

る 
・提出する用途情報の企業ノウハウへの配慮 

・理由：上記課題が発生すると、例えばインプット情報を得るために多数の購入品（調剤）に対して

確認する必要が発生すること、また環境中を経由したばく露評価に関連の無い項目の追加により情

報提供の負荷が増大することなどにより情報提供の効率が低下し、結果的に多数の情報が集まり難

くなりリスク評価に支障をきたす恐れがあるため。 
（電気電子４団体 化審法対応 AWG） 
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［意見２］ Ｐ１８ 「①第一種特定化学物質に関する国際整合化」 最下段 
・意見：最下段「一般消費者への第一種特定化学物質が使用されている製品に関する適切な情報提

供・・」に関して、成形品における「第一種特定化学物質の使用」とは、「第一種特定化学物質を

機械、機器その他の製品に組み込んだり、混入したりするような場合をいう」を明記すべき。 
・理由：「使用されている製品」との表現が、最終製品に当該物質が含まれていなくても、その製造

プロセスにおいて当該物質を使用した場合の扱いについて混乱が生じるのを避けるため。化審法の

逐条解説（http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/etc/tikujyo-faq.html）の第三章第一種特定化学物

質に関する規制等第十四条（使用の制限）【用語解説】（４）「使用」において「第一種特定化学物

質の使用」とは、第一種特定化学物質を機械、機器その他の製品に組み込んだり、混入したりする

ような場合をいい」と述べられており、本報告書案に記載の「使用されている製品」に関しても、

この解説が継続されるべき。 
（電気電子４団体 化審法対応 AWG） 
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［意見３］ Ｐ１９ 「②第一種監視化学物質に関する情報提供の強化」 
・意見：第三段落の最後に、「同様に、第一種監視化学物質が使用された製品であって、当該物質が

環境中に放出されるおそれのあるものに関しても、環境中への第一種監視化学物質の放出量を必要

最小限にする観点から、同様に情報伝達を行わせるべきである。」とあるが、情報伝達については、

一定の年間使用量を超える場合あるいは製品中で一定含有率を超える場合にのみ、その義務を課す

べきである。 
・理由：第一種監視化学物質のリスクは、ハザードの全容が不明であってもばく露量からスクリーニ

ング的にその大小を評価する事が可能。ばく露量は製造／使用量や含有量を指標に評価でき、少量

の場合にはリスクは低いと考えられる。一方、少量の化学物質や混合物中の微量化学物質の量把握、

環境への放出量把握は一般にコストに見合うリスク低減効果を得難い。従って、第一種監視化学物

質の情報提供に関しても、製造／使用量や含有量がある量(de minimus)を超える物を対象とする事

で、情報提供者／情報受領者共、本当にリスク管理の必要な事案に充分なコストを掛ける事ができ

る様になると考えられるため。 
（電気電子４団体 化審法対応 AWG） 
 
［意見４］ Ｐ１９～２０「③リスクが高いと懸念される化学物質に関するリスク低減措置等」 
・意見：この項の最後に「国は、優先評価化学物質に対する情報伝達義務を導入すべきか、引き続き

検討し、必要に応じて対応すべきである。」とあるが、リスク評価や少なくともハザード情報が相

当程度確認されている物質、例えば１次のリスク評価が終わったものについて、段階的にその評価

結果を含め情報開示、情報伝達をするというような運用を検討いただきたい。 
・理由：本箇所の前文にもあるとおり、優先評価物質は「リスク評価の結果が未定の状態」の物質で

あり、使用事業者がリスク管理を行うための前提となる情報（ハザード情報等）が不足している場

合が考えられ、逆にリスク管理に混乱をきたしてしまう可能性があるため。 
（電気電子４団体 化審法対応 AWG） 
 
［意見１］ 既存化学物質の輸入量等の届出について一部では年１回のを届出を義務付けるという報

道が行なわれている。複数の事業部に分かれて営業活動を行なっており、全輸入品に関して一括して

輸入量の管理を行なうことはできない。各事業部ごとの数量の把握に加え、全社としての集計作業が

必要となってくる。物質数もかなりの数になると考えられることから、企業にとっては負担増となる。

現在の３年に一度の輸入量の実態調査に関しても時間を要している。また、全既存化学物質について、

毎年スクリーニング評価を行なう必要があるとは考えられないため、下記の様な運用を希望する。 
届出の頻度 ３年に１度、届出対象となる数量 １０ｔ／年以上の製造・輸入、届出対象の物質 既存

化学物質（但し、高分子化合物及び含有率が１％未満の物質を除く） 
（デュポン(株)） 
 
［意見２］ スクリーニング評価について、スクリーニング評価の基準・手法は、明確にしていただ

きたい。また、国の行なったスクリーニング評価結果に異議がある場合、企業が異議を申し立てるこ

とが出来る制度を設けていただきたい。 
（デュポン(株)） 
 
［意見３］ 優先評価化学物質について、二監、三監が廃止された上で、優先評価化学物質が指定さ

れるということであれば、これがブラックリスト化され、ビジネスに影響が出ると考えられる。川下

企業や一般消費者へ優先評価化学物質とは何かということが正しく理解されるような説明をお願い

したい。また、優先評価化学物質への指定の際には、用途（“用途不明”と報告されたものを含む）、

判明しているハザード情報などの選定理由も公表していただきたい。 
（デュポン(株)） 
 
［意見４］ 新規化学物質の名称公示について、ＩＵＰＡＣ名での名称が公示されることで、構造が

特定され、類似製品を製造される懸念がある。届出事業者の競争力を損なわないため、化学名の公示

までの期間をこれまで通り５年間とした上で、総称名あるいは製品名での公示を認めていただきた

い。 
（デュポン(株)） 
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［意見５］ 少量新規と低生産量の関係について、少量新規において事業者当たり１ｔ／年が認めら

れることは行政、企業双方にとって有効であると考えられる。一方で、低生産量において、日本全体

で１０ｔという考えを引きつぐと、安全性のデータを取得し、審査を受けて低生産量の確認を受けた
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にもかかわらず、必要数量を確保できないという可能性が出てくる。低生産量についても、事業者あ

たり１０ｔ／年を認めていただきたい。 
（デュポン(株)） 
 
［意見６］ 低懸念ポリマーの確認制度について、低懸念ポリマーについてＯＥＣＤからガイドが出

されるのであれば、国際整合性を考慮し、そちらに従う形で創設していただきたい。ＯＥＣＤからの

ガイドが出ない場合、他国の制度にならい、下記の様なことをお願いしたい。 
 モノマーの２％ルールの採用、 反応開始剤及び反応停止剤はモノマーとして考えない、 Ｍｎが１

００００以上のポリマーについては、分子量１０００未満の含有率が５％未満、分子量５００未満の

含有率が２％未満であれば届出の対象にしない、Ｍｎが１０００以上１００００未満のポリマーにつ

いては、分子量１０００未満の含有率が２５％未満、分子量５００未満の含有率が１０％未満であれ

ば届出の対象としない、ポリエステルについては、分子量１０００未満の含有率の制限を設けない。

（デュポン(株)） 
 
［意見７］ 運用通知について、今後様々なことが運用で決定されてくるものと思われるが、その際

に是非、輸入業者も議論に参加させていただきたい。化審法上の製品（特にフィルム等の成形品）の

取り扱いについては、他国の考え方と整合性が取れているとは言えず、輸入業者にとっては、負担を

強いられていることが多々ある。また、繊維製品（糸、繊維、布地等）を化審法上の「化学物質」と

しての取扱うことをやめていただきたい。 
（デュポン(株)） 
 
［意見１］ P13「⑤適切なリスク評価のための手法の充実及び情報提供・伝達等」 
・意見：川上事業者と川下事業者間において化学物質の安全情報や用途情報を流す時に情報伝達が確

実にかつ省力で行える様な方法、様式の基準化をお願いしたい。 
・理由：通常の販売ルート等では、川上企業と川下企業の間に複数の会社が介在する。そのため、途

中で情報伝達が途切れたりあるいは情報の精度が落ちることが懸念される。 
（大阪ガス(株)） 
 
［意見２］ P9 「①化学物質の上市後のばく露状況を把握する仕組みの構築」 
・意見：化学物質を製造・輸入する事業者に求めている用途情報の届出のときの化学物質の分類方法

は、実用性と実効性を十分考慮して決める必要がある。この分類方法の例示を報告書に記載してい

ただきたい。 
・理由：化学物質の用途は多岐に亘っており、分類の仕方が大まかであれば、用途情報は集めやすい

が、十分なリスク評価ができない。一方、分類の仕方が細かすぎると、用途情報を集めるのに多大

な労力がかかり、事業者に大きな負担がかかることが懸念される。 
（大阪ガス(株)） 
 

36 

［意見３］ P10 「②リスク評価の実施における優先順位等の判断」 
・意見：優先評価化学物質と欧州ＲＥＡＣＨ規則に定められている高懸念物質はどのように違うのか、

理解しにくい。対比を報告書に記載してほしい。 
・理由：欧州に化学物質を製造・輸入する事業者はＲＥＡＣＨ規則に対応している。国際整合化の観

点から、対象化学物質は同じであることが望ましい。 
（大阪ガス(株)） 
 

37 ［意見１］ 本見直し合同委員会報告書（案）において提案の大きな枠組みについては、以下の如く

評価し賛同する。 
リスクベース管理が時代の趨勢である中、今回提案の制度見直しのスキーム案は、全ての化学物質に

ついて、事業者に安全性情報の収集・提出及びリスク評価を求める REACH の様な一律規制とは異

なり、規制と自主管理の適切な組み合わせをベースに、産業の競争力も確保しつつ、行政及び事業者

において、適切な役割分担の下、優先順位も明確にした上で、リスクベース管理をより効果的、効率

的かつ迅速に推進するものと評価する。化学産業界としても、今回提案の制度見直しのスキームが目

指すべきリスク評価・管理体系として円滑に機能するよう積極的に協力していきたい。 
 今回の制度見直し案を実効あるものとするためには、制度の適用を受ける事業者が円滑に対応して

いけるようなものとする必要がある。ついては、制度の実務的な内容について、産業界の実態を十分

に勘案の上、効果的で効率的な制度の実現を図るため、産業界としても、これまでのリスク評価やリ

スク管理への取り組み経験を活かして、引き続き関連情報の提供や具体案の提案などを行っていきた
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い。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見２］ Ⅰ．③各国化学物質管理制度におけるリスク評価の位置づけ 
Japan チャレンジプログラムについて、脚注で紹介されているが、中間評価において、「本プログラ

ムによって日本国内での化学物質の安全性情報を取得する取組が官民連携によって加速されたとの

評価を受けている。」という点は追加して明記すべきである。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見３］ Ⅱ１．について、「2020 年までにわが国で化学工業品として製造、輸入または使用され

ている化学物質のリスク評価し、リスクの程度に応じた管理を実現」とあるが、これは、｢管理の実

現が最終的な目的ではなく、リスクの低減に向けリスクの程度に応じた適切な管理を実現する。｣と

の意味であると理解している。  
（日本化学工業協会） 
 
［意見４］ Ⅱ２．について、「化審法における規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任を

もって行い、そのための情報収集は、基本的に事業者が行うという体制が望ましい。」という文につ

いては、官民の役割分担について、誤解を招く恐れがあるように思われる。よって、本文の表現に関

して、誤解を避ける意味で以下のことを配慮願えれば幸いである。   
化審法のリスク評価体系においては、規制措置の判断のためのリスク評価は、国が責任をもって行う

一方で、事業者は公表されたリスク評価手法を活用して、自主的なリスク評価・管理を促進し、自ら

取り扱う化学物質の環境排出量の削減等に努めるものと理解している。またその評価のための情報に

ついても、既知見等を踏まえた上で、十分なデータが揃わないものについては、Japan チャレンジプ

ログラム等で形成された官民連携の仕組みを十分にいかし、事業者による情報収集・提供協力を求め

つつも、他方、国も生産量の多寡に関わらず必要に応じて積極的にデータ収集の役割を担うものと理

解している。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見５］ Ⅱ２① 製造・輸入数量に応じたばく露関連情報の届出については、上市後の化学物質

について、例えば一定数量以上の製造・輸入数量及び用途情報の届出を定期的に求める制度導入の提

案があるが、製造・輸入数量等については、企業秘密にあたるため、保護の仕組みが必要である。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見６］ Ⅱ２②  
(1)スクリーニング評価の結果として、リスクが低いとは判断できず、さらにリスク評価を行う必要が

あるものを優先評価化学物質として指定する件については、制度としては評価するが、選定する物質

数や条件など選定基準を明確に定め、運用に際しては実効性のあるリスク評価が出来るように制度構

築を充実させるべきである。 
(2)優先評価化学物質の見直しについては毎年とすべきである。 
(3)事業者にはデータ提出のインセンティブが働くとの記述があるが、具体的にどのようなインセンテ

ィブが期待できるのか明示すべきである。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見７］ Ⅱ２③ (1)国の行うリスク評価に当たって、事業者の所有するハザード情報、詳細用途

情報の提供には、産業界も協力するが、既に OECD でも議論されているように知的財産権、企業秘

密のへの配慮も必要である。 
(2)「一定の法的な関与の下で」とあるが、努力義務の意であるのかどうかについて、ご教示願いたい。

(3)「ハザード情報については、国際的整合性の観点から SIDS データの必須項目を基本とした情報の

提出を求める」とあるが、これは具体的に何を指すのか明示して戴きたい。弊方では、「今回、SIDS
の項目を列挙した「箱」を設けるが、その空き箱をすべて埋めるべく事業者に情報提出を求めるので

はなく、あくまでも当該リスク評価の進展、結果に基づいて必要な SIDS 項目についてのみ、情報提

出を求める」ものと理解しているが、その点について確認したい。 
(4)「リスクが低いと判断されない物質については長期毒性試験ﾃﾞｰﾀを用いた精度の高い」とあるが、

現行の有害性調査指示における試験法は、長期毒性試験に限られてはいないと理解している。ついて

は、「さらに適切な毒性試験あるいは関連の試験を実施しその結果に基づく精度の高い」と表現する

ほうが望ましいと考える。 
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(5)使用事業者に対しても、1 次リスク評価以降の用途情報等のばく露情報の提出を求めるとあるが、

どのような方法をとる予定なのかご教示願いたい。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見８］ Ⅱ２④ 本件は、今回の審議会では、論点が収斂せず、両論併記となり継続審議との結

論と認識している。当該化学物質を化審法のリスク評価対象とすることについては、報告書（案）の

通り、他法令による対応も可能であり、化審法の制定や運用経緯に鑑みて慎重な対応を図るべきであ

る。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見９］ Ⅱ２⑤ (1)今回提案の制度見直しのスキームが円滑に運営されるためには、サプライチ

ェーンにおける化学物質の安全性情報や用途情報等の円滑な情報伝達が重要なポイントのひとつと

なる。ついては、化学業界も前向きに推進していくが、サプライチェーンの川上から川下における各

プレイヤーも、持ち場・持ち場で役割を分担し、相互に連携・協力してこれを推進して行くことが肝

要である。業界間の情報伝達の円滑化を目指し、行政サイドからも本制度をサプライチェーン全般に

広く周知し、各プレイヤーへの協力依頼などの調整について配慮をお願いしたい。 
(2)国の行うリスク評価の判断基準等を科学的知見等に基づいて示すことが望ましいと記載されてい

るが、事業者の自主的なリスク評価・管理の推進を図るため、本リスク評価手法の内容については、

実施前に十分な期間を確保の上、開示して戴きたい。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１０］ Ⅱ３．③ 有害性評価の為の試験方法については、国際的にも QSAR(構造活性相関)
の有効活用が検討されつつあり、カテゴリーアプローチの実用性は国際的に実証されてきている。経

済的側面、さらには動物愛護の精神からも、合理的な QSAR の活用、カテゴリーアプローチの適用

をはかるべきである。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１１］ Ⅱ３．④ 年間 1 社 1 トンまでの申し出の確認を行うとの提案は、国際整合化の観点

からも、評価できる。なお、適切なセーフティーネットが必要であり、低生産量の制度との関係も含

め、合理的な運営方法を詰めていくことが必要である。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１２］ Ⅱ３．⑤ 低懸念ポリマーの確認制度の創設は、国際整合化の観点から、賛同できる。

また、現在行われている高分子フロースキームは、合理的な試験法と捉えている。いわゆる PLC(低
懸念ポリマー)基準の設定にとどまらず、高分子の定義(2%ルールを含む)等、合理的な運用方法につ

いて、今後も提案していきたい。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１３］ Ⅱ４．① エッセンシャルユースの設定に伴い、情報提供など厳格な管理が必要であ

ることは理解する。他方、POPs 条約における物質にとどまらず、第一種監視化学物質から第一種特

定化学物質に指定されるような場合についてもエッセンシャルユースの概念の適用が必須である。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１４］ Ⅱ４．② 「第一種監視化学物質が使用された製品であって、当該物質が環境中に放

出されるおそれのあるものに関しても、環境中への第一種監視化学物質の放出量を必要最小限にする

観点から、同様に情報伝達を行わせるべき」という文については、当該物質が使用された製品の定義

について成形品（Article）も含むように誤解を招く恐れがある。化審法見直し合同委員会において、

成形品は本制度の枠外であることが確認されたと理解しているが、その点について確認したい。また

当該物質が環境中に放出されるおそれのあるものは、どのようなものをさすのか、事業者の混乱をさ

ける意味で明確にして戴きたい。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１５］ ②４．③ (1)当該物質が使用されている製品について、環境中に放出される形態・状

態であるものとはどのようなものをさすのか、事業者の混乱をさけるため、リスク低減措置を求める

物質のクライテリアについては明確に定義すべきと考える。 
(2)仮に第二種特定化学物質に指定された場合でも、現行の蛇口規制と異なり、文言にある「取扱いの
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適正化」の一環として、用途等について限定使用を認める等の一定の配慮をすべきと考える。 
(3)今般の制度見直しによって導入される優先評価化学物質に関しても、第二種と同様の情報伝達義務

を導入すべきかについては、継続審議となっているが、１）当該優先評価化学物質は、「リスクが十

分に低いと判断できず、さらにリスク評価を行う必要があるもの」と定義されており、リスク評価結

果が未定の状態であり、適切なリスク管理措置を実施することが困難であること、２）評価見直しに

より、優先評価化学物質から外れることもあり得ること等を勘案すると導入するべきでないと考え

る。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１６］ Ⅲ① (1)評価のためのハザード情報については、既知見等を踏まえた上で、十分なデ

ータが揃わないものについては、官民連携による情報収集を基本とし、Japan チャレンジプログラム

で形成された官民連携の仕組みを十分にいかし、事業者による情報収集・提供協力を求めつつ、他方、

国も積極的にデータ収集を行う役割を有するものと考える。また、中小企業等において、必要なハザ

ード情報の収集・提供が困難な事態も想定され、そのような場合には、何らかの救済措置を配慮願い

たい。 
(2)特に、QSAR、カテゴリーアプローチ等を活用し、類似物質の情報を集め、暴露を考慮した必要最

低限の試験を行うことにより、効果的・効率的なハザード評価が行える可能性がある。国は、この観

点で、情報収集を行うべきである。 
(3)別紙にある規制影響評価結果について、定性的に費用効果面でスクリーン型が優れているとする結

論については、理解し賛同する。ただし、産業界のコスト負担の定量比較については、ある前提のも

とでの試算結果であり、相対的比較はよいとしても、絶対値については、数字が一人歩きし、誤解を

与えるおそれがある。ついては、公表に際しては、計算根拠を明示するなどこの点について特段の配

慮をお願いしたい。スクリーニング型と網羅型の比較表において、規制対象者をスクリーニング型で

は「製造・輸入事業者」のみとして、網羅型では「使用事業者」を追加している。厳密にはスクリー

ニング型においても、1 次リスク評価以降の詳細用途情報では、使用事業者も対象となるわけであり、

このままの表現だと誤解を生むおそれがあり、是正をすべきと考える。  
（日本化学工業協会） 
 
［意見１７］ Ⅲ③ 事業者にとって情報の国際共有化を図り、競争力を確保することが必要であり、

本件は積極的に取り組むべき案件と認識している。化学物質安全性情報に係る基盤整備に当たって

は、事業者、消費者、行政、それぞれのステークホルダーにとって、そのニーズは異なる。各ステー

クホルダーのデマンドを十分把握し、効果的・効率的な基盤整備を官民共同で検討、推進していきた

い。 
（日本化学工業協会） 
 
［意見１］ Ⅱ２． （p8-9）絞り込まれた物質については、ハザードや用途等に関する追加情報を

段階的に収集し、国として、リスク評価を実施する。これらの情報収集は、基本的には事業者が実施

する。また、リスク評価の結果、いったんリスクが低いと判断された化学物質についても、製造・輸

入量、用途に変更があれば、再評価が可能な仕組みとする。 
・意見：上記の記載では、国が最初にリスク評価する上で、事業者が情報収集する内容と、再評価す

る際に情報収集する内容がどう異なるのか不明確と思われる。 
・理由：事業者が情報収集する内容を、国が最初にリスク評価する初期の段階、製造・輸入量、用途

に変更があって再評価が必要な段階など、ステップ毎に情報収集する必要な項目とレベルを提示し

ていただきたい。リストのようなものないと、事業者の情報収集作業が大変難しいと考える。 
（日本界面活性剤工業会） 
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［意見２］ Ⅱ２．① P9： 一定数量以上の化学物質を製造・輸入する事業者に対し、定期的に、

その製造・輸入数量等を国に届け出させる制度を創設することが必要である。同時に製造・輸入数量

からばく露（環境中への排出)の状況を判断するために、客観性及び国際整合性を有する分類に基づ

く用途情報の届出を求めることとすべきである。 となっている 
・意見：リスク評価の前提として届け出制の創設は理解できる。しかし１）一定数量とはどれだけの

数量かを明示すべきと考える。ばく露の推定のためとするなら用途によって届け出数量基準値が変

化するのか明確な判断を提示すべき、2）届け出る物質名の取扱を明確に提示すべき。現既存化学

物質について、現官報告示整理Ｎｏ．を適用するのかＣＡＳ Ｎｏ．を適用するのか、その考え方

を提示すべき、３）客観性及び国際整合性を有する分類とはどんな分類か具体的考え方を提示すべ

き、４）届け出た数量、用途の取扱（どのようなレベルでどこまで公開するのか）が全く言及され
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ていない。従い届け出の是非が判断できない。 
・理由：１）リスク評価のための届け出であり、ハザードデータ、ばく露環境によりリスク判断に必

要な数量が異なると考えられるため。2）現官報告示整理Ｎｏ.の中には、大括りの物質名が存在し、

ＣＡＳ Ｎｏ．ベースでは数十の物質が該当する物質が存在する。用途分類がどうなるかにもよる

が、届け出る物質の規定が必要と考える。３）ばく露状況を推定するための用途であり、そんなに

好都合な用途分類があるとは想像できない。具体案を提示後、産業界を含めた議論を要すると考え

る。特に納入先で化学反応、配合、成型などのプロセスを経て世の中に出て行く場合は用途の特定

が不可能である。４）生産者、輸入者、物質名、用途は事業者にとっては企業秘密に属する。これ

らが全て公表されると、競合条件が赤裸々となり、知的財産の保護、正当なビジネスの維持が困難

となる恐れがある。特に、委託生産品、中間体としての化学物質などで問題が起こることが予測さ

れる。 
（日本界面活性剤工業会） 
  
［意見３］ Ⅱ２．② P10： 国による既存化学物質点検や化審法の事前評価制度、さらには事業

者による自主的なデータ提供により、すでに一定のハザード情報（ＣＭＲ情報を含む）が得られてい

る化学物質については、想定されるリスクの程度についても判断を行い、優先評価化学物質の選定に

反映させるべきである。との記述について 
・意見：趣旨は理解できる。しかし具体的に進める手順が明示されなければ準備ができないと考える。

１）リスク判断する基準が不明確、リスクが十分低いと判断するためのデータ項目と基準値の設定

と公表。２）リスク判断する物質の規定、官報告示整理Ｎｏ．とするのか、ＣＡＳ Ｎｏ．などを

基準にするのか明確にすることが必要。３）情報提供する情報の信頼度は国が判断する。また判断

根拠を含めて公表し、時を追って提供される情報の質を高める。 
・理由：１）情報蒐集のスピードアップ、２）官報告示整理Ｎｏ．では大枠過ぎて同じ No.内にハザ

ードに差がある物質が存在する。３）情報蒐集のスピードアップ 
（日本界面活性剤工業会） 
 
［意見４］ Ⅲ① P21:  新制度運用開始から１年を経た後に、その製造・輸入量の把握（製造輸

入量等の届出）を行い、その結果を踏まえて国が優先的にリスク評価を行う物質を絞り込む作業（ス

クリーニング評価）を開始すべきである。 
・意見：運用開始は何時からか見解提示が必要また運用開始までに整理、整備すべき事項が山ほどあ

ると推察できるが、何時までに、誰が、何をするのかを明確に提示すべき。 
・理由：現状の経済状況、経営環境下で事業者が本課題に注げるヒト、モノ、カネ、情報には自ずと

限度がある。産・官・学一体となって実行可能な目標を掲げ、明確なマイルストーンを設定しない

と、実現は不可能。場合によっては WSSD・２０２０年の目標成就の繰り延べも必要と考える。 
（日本界面活性剤工業会） 
 
［意見１］ Ⅰ総論について、ハザード評価からリスクベース管理に向けた制度の見直しの議論がな

られ、規制と自主管理を組合せながら、行政と事業者がお互いの適切な役割のもと、優先順位づけを

明確にしつつ化学物質の管理を行うという提案がなさられたことは評価する。 
しかしながら、リスクベースの管理にはリスク評価という新たな作業を伴うため、従来の制度に比べ、

行政並びに事業者の負担は増大する。また、直接関係する事業者の範囲が広がる。 
そのため、この制度を円滑に、かつ効果的、効率的に進めるためのシステムを如何に構築して行くか

が極めて重要と考える。また、先進各国の化学物質の管理システムの状況を考慮し、国際的に整合の

ある運用が望まれる。 
（日本化学工業品輸入協会） 
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［意見２］ Ⅱ 数量等の届出について、スクリーニング評価の制度を導入することは賛同するが、

既に、すべての化学物質の製造・輸入量、用途について年 1 回の報告を義務付ける新たな制度を導入

するとの報道がなされている（日経新聞等）。 
届出対象となる物質の製造・輸入数量や届出頻度については、事業者に過度の負担にならず、かつス

クリーニング評価のための適正頻度を十分に検討した上で決定していただきたい。多くの輸入事業者

は、製品管理システムとは別の方法にて個々の化学物質の輸入量を集計しており、その作業に加え、

届出の書類の作成などの新たな作業が加わることになるため、かなりの負担増になると予想される。

数量や用途情報等に変更がない場合には、同じ化学物質について毎年スクリーニング評価を行う必要

はないと考えられることから、スクリーニング評価のための届出の頻度は、3 なし 5 年に 1 度程度と

し、その間の年度は、新規の届出対象となる化学物質、製造・輸入数量のメジャーな変更（スクリー
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ニング評価の結果に影響を与える変更）、ハザード評価や用途情報で新たな知見が得られた場合等の

変更届出とし、事業者並びに行政の業務量の負荷を極力少なし、効率的な運用を要望する。 
また、当初はきめ細かな対応が必要となること（初めて優先評価化学物質の指定を受けた場合）が予

想されることから、変更の届出がなされた場合には必ずスクリーニング評価の見直しを実施して貰い

たい。届出数量の下限については、事業者の負担や現行の特例制度等を考えると年間１０トン程度が

妥当と考えられる。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見３］ 届出に伴う技術的課題について、① 国際的に見ても、化学物質の管理に CAS 番号が

使用されており、ほとんど全ての事業者は CAS 番号を採用し管理を行っている。多くの事業者が化

審法の官報公示整理番号と CAS 番号が容易にマッチングしないために困っているのが実情である。

したがって、届出の対象項目に官報公示番号を採用するのであれば、官報公示番号が CAS 番号と紐

つけできる形にして貰いたい。 
② 多種類の化学品を取り扱っている事業者おいては、手作業にて化学物質の数量の集計を継続する

ことは困難なことから、新たな管理システムの導入を検討するところも出てくる。そのために、届出

に必要な項目やファーマット、届出のためのガイダンスなどをできるだけ早く公表し、事前の準備を

行えるようにするとともに、関係する事業者への届出制度の周知徹底を行ってもらいたい。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見４］ スクリーニング評価、リスク評価の精度について、スクリーニング評価やリスク評価は

国が行うとされており、報告書（案）では、「スクリーニング評価の手法を公表し、事業者に対し、

自らが取扱う化学物質の自主的なリスク管理に関する意識を喚起することで、事業者によるハザード

データの取得及び代替化を含めた環境排出量の削減等の管理をさらに促すべきである」とある。この

ことは、事業者自らがスクリーニング評価などを行うことを促しており、国が行うとされているスク

リーニング評価やリスク評価について、事業者が自ら実施したスクリーニング評価やリスク評価があ

る場合には、その結果も評価の対象にして貰いたい。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見５］ 優先評価化学物質の公表について、化学工業品においては、一般的に同一の化学物質が

多様の用途に使用されている。 
また、リスク評価の結果は同じ使用量であっても、用途並びに取扱の方法によって異なる。優先評価

化学物質の公表については、当該化学物質の用途、取扱方法（閉鎖系、開放系）、数量並びに選定理

由を公表することが必要と考える。 
また、市場での過剰な拒否反応が起ないようにするために、特定の用途で優先評価化学物質の対象に

なった物質で、リスクの低い用途として確認されたものについても、その用途、数量の公表を行い、

当該用途に使用される化学物質は、リスクが低い化学物質であることが誰もが容易に判断ができるよ

うにして貰いたい。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見６］ 優先評価化学物質の周知徹底について、優先評価化学物質は、「リスクが十分に低いと

判断できない物質」と定義されている。しかしながら、優先評価化学物質に指定されると市場の関係

者や一般の人の多くが「リスクが高い化学物質」として受け止め、牽いては「危険・有害性な化学物

質」との風評が立たち、過剰な忌避や使用禁止などに繋がりかねない。 
このようなことが起きないため、事業者が発信する安全性情報に加え、行政からは優先評価化学物質

について正しい理解がなされるように、化審法におけるリスク評価の枠組を含め、わかりやすい説明

を社会に対して周知徹底することが必要である。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見７］ 暴露情報について、 安全性情報に関しては MSDS のような制度によりサプライチェ

ーンの川上から川下への情報提供の手段があるが、用途情報等については川下から川上に情報提供す

るための仕組みがない。多くの輸入事業者は、現状では詳細な用途情報の入手は困難であり、かつ使

用者の秘密情報に係るものについては入手が不可能であると考えている。 
したがって、川下から川上に向けた情報提供をする仕組みを構築すると共に、企業秘密に係るものに

ついては、使用者が直接、行政に届出を行える制度を導入することが必要である。 
また、化審法等の見直しに係る規制影響評価について（案）のスクリーニング型と網羅型の特徴比較

表において、２．スクリーニング型の規制対象者が「製造・輸入事業者」になっているが、３．（１）
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網羅型と同様に「製造・輸入事業者、使用事業者」とすべきである。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見８］ ２．PLC 制度について、低懸念ポリマーの確認制度の創設は、国際的な整合性の観点か

ら賛同する。低懸念ポリマーについては国際的に共通のクライテイアを採用した制度にするととも

に、ポリマー中のモノマーや反応成分の取扱についても国際整合性の観点から２％規則の適用をお願

いしたい。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見９］ ３．名称公示について、新規化学物質については、化学名の公示までの期間は 5 年間で、

基本的に IUPAC 名称で公示されている。名称が公表されると容易に化学構造が特定され、類似製品

が製造されるため、届出事業者が事業上、不利な状況に置かれている。 
そのため、化学名の公示までの期間は 5 年間とし、届出事業者の利益保護の観点から、その後、国際

的に妥当と考えられる期間は、総称名で公表として貰いたい。 
（日本化学工業品輸入協会） 
 
［意見１］ Ⅱ２．：「国として、まず、定期的に収集した製造・輸入数量及び用途情報等を用いて環

境中へのばく露状況を推計し、これにハザード等に関する既知見を踏まえたスクリーニング評価を行

って、さらにリスク評価を優先的に行うべき物質を絞り込むことが適当である。絞り込まれた物質に

ついては、ハザードや用途等に関する追加情報を段階的に収集し、国として、リスク評価を実施する。

これらの情報収集は、基本的には事業者が実施する。」とあり、国がリスク評価を実施することにな

っているが、事業者自身もリスク評価を実施し、社内管理を推進することが国にとっても事業者にと

っても望ましいと考える。従って、国が実施するリスク評価手法は、概要だけでなく、詳細について

も公開されるべきである。また、国は、事業者向けにリスク評価の教育を実施し、事業者のリスク評

価レベルアップを図るべきである。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見２］． Ⅱ２．①：(1) スクリーニング評価の結果として、リスクが低いとは判断できずさらに

リスク評価を行う必要があるものを優先評価化学物質として指定する件について、国が明確に選定基

準を示すことをお願いする。 
(2)「既存化学物質のうち、必要なハザード情報が不足している物質については、一定以上のばく露が

想定される場合にはリスクが十分に低いと判断できないとして、優先評価化学物質に指定すべきであ

る。」とあるが、ハザードデータが不足している物質を優先評価化学物質に指定する場合は、その選

定根拠について明確に示す必要がある。 
(3)新聞報道の通り、製造・輸入数量等の届出が 1 回／年であれば、優先評価化学物質の見直し頻度

も 1 回／年とすべきと考える。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見３］ Ⅱ２．②： (1)優先評価化学物質の指定について、国が明確に選定基準を示すことを要

望。(2)ハザードデータが不足していることにより優先評価化学物質に選定される場合は、その選定

根拠を明確に示す必要がある。(3)新聞報道の通り届出を年１回とするのであれば、優先評価化学物

質の見直し頻度も年１回とすべき。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見４］ Ⅱ２．③： (1) 国の行うリスク評価に当たって、事業者の所有するハザード情報、詳

細用途情報の提供には、知的財産権、企業秘密の観点からの保護が必須である。 
(2)国の行うリスク評価手法については、出来るだけ詳細に開示していただき、事業者自身でもリスク

評価の自主管理のためのリスク評価を実施できるようにしていただきたい。定期的に講習会を実施す

るなど、国としても事業者のリスク評価レベルアップを積極的に推進するべきである。自主管理能力

が向上すれば、国全体の化学物質管理向上が図れると考える。 
(3)個々のばく露情報については、製造・輸入事業者に加えてその使用事業者に対しても情報の提出を

求めるとの事であるが、使用事業者の範囲、どのような方法により国へ提出するのか具体的方法を開

示いただきたい。 
（富士フイルム(株)） 
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［意見５］Ⅱ２．⑤ 「化学物質を取り扱う事業者は、その取り扱う化学物質について自らＧＨＳ分
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類を行い、有害性が一定程度以上あると分類される場合には、情報伝達を行うよう努めるべきであ

る。」とあるが、ＧＨＳに関しては、世界各国に先がけ、日本だけが先走りすることに危惧を感じて

いる。国が世界の状況を正確に把握して、整合性が取れた上で化審法に組込むことを要望する。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見６］ Ⅱ３．②： ＩＵＰＡＣ名称公示後、当該物質は既存化学物質と同等に取り扱われるが、

他者による同一物質の製造が可能となることから、新規化学物質の詳細な名称の公示は届出事業者に

とって競争上の地位を損なう。従って、構造の一部を隠した総称名での公示等の配慮を求める。なお、

重複試験防止の観点からも、後発事業者が、データ所有者とコンタクトして購入・譲渡等が可能とな

るシステム構築を国にお願いしたい。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見７］ Ⅱ３．③： 確実に QSAR やカテゴリーアプローチによりハザードが明確に判断可能

な場合は、新規物質においても試験免除を積極的に推進していくことが、動物愛護上も好ましいと考

える。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見８］．Ⅱ３．④： (1) 年間 1 社 1 トンまでの申出の確認を行うとの提案は、国際整合化の観

点からも評価できる。しかし、「複数の事業者による重複が生じる場合については、現状とリスクが

変わらないようにすべく、全国ベースの数量やＱＳＡＲ等の既知見等を踏まえてリスクが高いと懸念

されるかどうかを判断し、リスクが高いと懸念される申出については少量新規化学物質として確認を

行わないこととすべきである。」と提案されている。適切なセーフティーネットは必要と考えられる

が、複数者で 1 トンを超えた場合、どのようなタイミングで数量調整を行うのか、またどの事業者

がハザード試験をするのか、既に低生産量が申出されている場合は、ハザード試験結果があるにも関

わらず、現行通り試験を要求するのか等、化審法改正前にしっかりとした議論を行い、運用を決めて

いただきたい。なお、現行の低生産量申出は、先発事業者が申出・確認されているかどうは後発事業

者にはわからないため、ＧＬＰ試験を両者で複数回実施するという、ＧＬＰ精神にも反した法律運用

となっている。この点も含めて、先発事業者からのデータ入手を可能とするような仕組みの構築を検

討するなど、法律の運用の是正をお願いしたい。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見９］ Ⅱ３．⑤： 低懸念ポリマーの確認制度の創設は、国際整合化の観点からも賛同できる。

なお、ＰＬＣに合致しないポリマーに対する試験方法として高分子フロースキームを残すことは賛成

するが、高分子フロースキームを満足しないポリマーについては、一律に通常の化審法試験を求める

のではなく、用途、曝露、製造・輸入数量と高分子フロースキーム結果からリスク評価を実施し、化

審法試験の必要性有無を判断するべきである。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見１０］ Ⅱ４．①： ＰＯＰｓ条約等において国際的に許容されている用途（エッセンシャル

ユース）については、化審法においても、一定の条件の下で許容できるようにすることは評価できる。

POPs 条約における物質にとどまらず、第一種監視化学物質から第一種特定化学物質に指定されるよ

うな場合についても本エッセンシャルユースの概念適用をお願いしたい。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見１１］ Ⅱ４．③： 導入される優先評価化学物質は、リスクが十分に低いとは判断できず更

なる評価を行う必要があるもの、と位置づけられているため、第二種特定化学物質と同様の情報伝達

義務を導入すべきではないと考える。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見１２］ Ⅲ①： 「速やかに優先評価化学物質の名称等を公表し、それら化学物質のリスク評

価を進めるべきである」とあるが、企業秘密に配慮しつつリスク評価の結果とその選定理由も公表し、

優先評価化学物質の選定基準を明確に示していただきたい。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見１３］ Ⅲ②： 化学物質の安全情報等を積極的に公開していくことは、国民の安全・安心の

確保と環境保全から公開することには賛成する。ただし、国は企業の知的財産・競争上の地位を十分
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に配慮されることをお願いする。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見１４］ Ⅲ④： 今後、化審法以外の化学物質関連法制全体をカバーして相互連携を目指した

総合化学物質管理法制の意見も審議会で出されたが、是非検討を進めていただきたい。 
（富士フイルム(株)） 
 
［意見１］ 全般、特にⅡ２について、科学的なリスク評価に基づく化学物質の管理を導入し、また

段階的なリスク評価により効率的な評価体系を目指すことは、望ましい方向性であると考えます。今

後、科学的リスク評価を担保しつつ行政、事業者双方にとって情報収集やリスク評価の負担が過剰に

ならないよう、また、既存物質の使用等に必要以上に影響が生じるような事態が起こらないよう、評

価スキームおよび各種制度が適切に構築され、運用されることを望みます。 
（プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)） 
 
［意見２］． スクリーニング評価、リスク評価について： (1)一般的に、事業者は扱う化学物質に

ついて情報を有しており、リスク評価を実施している場合もあるので、各段階の評価において、事業

者の評価、関連情報、意見を取り入れることができるような制度を検討していただきたい。 
(2)これまでに国際的に安全性評価・リスク評価がされている化学物質については、その情報を十分に

活用していただきたい。 
(3)各段階でのリスク評価のための情報収集については、例えば暴露状況によって必要なハザード情報

が異なる等のことが考えられるので、個別の（各段階、対象物質）リスク評価に必要な情報に限って

収集する制度を検討していただきたい。また、対象物質の試験データに限らず、類似物質のデータ等

の情報を活用することにより、新たな試験の実施は最小限に抑えられるようにしていただきたい。 
(4)リスク評価法と「低リスク」の判断基準の策定は、透明性を確保し、事業者の意見も反映できるよ

うな体制で実施していただきたい。 
（プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)） 
 
［意見３］．優先評価化学物質について、(1)リスク評価を実施する物質である「優先評価化学物質（仮

称）」が、本来の意味を離れて社会からリスクの高い物質、危険な物質と受け止められ、ひいてはそ

の使用に影響が生じるといった事態が起こることのないよう、化審法の評価体系、優先評価化学物質

（仮称）の位置づけについて社会に周知していただきたい。 
(2)化学物質によって市場での状況、安全性・リスク評価の状況はさまざまである。それぞれの状況に

応じて、必要以上に影響が生じることのないよう、一律のスクリーニング評価で一律に優先評価化学

物質（仮称）を指定するのではなく、例えば国際的に安全性評価・リスク評価の実績がある化学物質

などについてはその状況が考慮されるような制度や運用を検討していただきたい。 
（プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)） 
 
［意見４］．数量等届出について、(1)企業機密保護を十分に考慮した制度、手続きを検討いただきた

い。 
(2)上市後の数量と用途情報の届出については、事業者および行政の負担の観点から、リスク評価実施

が適正に行われ、かつ必要以上の届出義務が生じないよう、届出頻度等を検討していただきたい。 
（プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)） 
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［意見５］ 第二種特定化学物質の製造・輸入の制限、取り扱いの適正化などのリスク低減措置につ

いては、リスクが特定された用途に限って実施されるべきである。 
（プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株)） 
 
［意見１］．一定数量以上製造・輸入されている化学物質に対する定期届出の対象範囲について 
・意見：中間物の確認を受けた物質については，定期届出の対象外として頂きたい．  
・理由：中間物については，新規化学物質製造（輸入）申出により年間製造（輸入）量，用途の事前

確認を受け，毎年 6 月に新規化学物質製造（輸入）報告書により，使用実績数量の年次報告を行っ

ている．二重の報告は不要と考えるため． 
（塩野義製薬(株)） 
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［意見２］．一定数量以上製造・輸入されている化学物質に対する定期届出の対象範囲について 
・意見：化審法の新規化学物質製造（輸入）届の対象外とされている医薬品，医薬部外品等の配合成
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分については，定期届出についても対象外として頂きたい．  
・理由：医薬品，医薬部外品等の配合成分についてのヒトの健康に対する影響は，当該成分を配合す

る製品の製造販売承認申請において審査されており，安全性が確認されている．なお，当該配合成

分は化審法第 40 条に基づき製造等の届出の対象外となっているため，既存化学物質となっていな

い． 
（塩野義製薬(株)） 
 
［意見１］ 報告書全般について、 今回の報告書（案）の主旨については、ハザードによる規制か

ら、より合理的なリスクに基づく管理、規制へ移行するものとして、評価する。但し、円滑に運用す

る為には、記載のごとく数多くの検討事項があり、また仕組み作りも必要である。事業者も協力する

ので、急激な変化で混乱、或いは大きな負荷がかかることが無き様、今後も丁寧に進めて頂く様お願

いする。 
（化成品工業協会） 
 
［意見２］ Ⅱ２．（P8 第四パラ）、Ⅲ①（P21 第四パラ） Ⅱの２．（８頁、４段落１行目）、及び

Ⅲの①（２１頁、４段落４行目）『こうした中、化審法における規制措置判断のためのリスク評価は、

国が責任をもって行い、そのための情報収集は、基本的に事業者が行うという体制が望ましい。』『ス

クリーニング段階で十分なハザードデータが揃わないものについては、Japan チャレンジプログラム

で形成された官民連携の仕組みを十分にいかし、関係事業者による協力を最大限求めつつ、データ収

集を行うべきである。また中生産量及び低生産量の化学物質については、それを扱う製造・輸入事業

者の規模や経済状況によって、高生産量の化学物質に比べてハザードデータの迅速な収集が難しいと

考えられることから、ハザード情報が得られないことを理由にリスク評価が進まない状況を回避する

ため、国も積極的にデータ収集の役割を担うべきである。』 
･意見：生産量の高低を問わず、事業者の規模や経済状況に応じて、また海外で登録されているデー

タ等を含めて、国でも収集をお願いしたい。 
･理由：中小企業の中には、ニッチな市場を目指し、生産量的には高生産の範疇に入る物質を製造し

ている事業者も存在する。即ち、個々の物質の生産量と事業者規模は、必ずしも一致しないので、

単純に数量のみで事業者のみにハザード情報を求めることが無きよう配慮願いたい。また、国際的

な市場を通じて、REACH の登録等に係り多額の費用発生が中小企業においても見込まれている。

従って、国内外で同時並行的に多大なコスト負担が発生することがなきよう十分配慮頂きたい。例

えば、TSCA や ELINCS のハザード情報は、現状一企業では中々入手出来ないが、国レベルでの

交渉により入手が可能になれば、負担が軽減される。 
（化成品工業協会） 
 
［意見３］ Ⅱ２．③（P11 第三パラ）『その際、ハザード情報については、国際整合性の観点から、

製造・輸入事業者に対して SIDS データの必須項目を基本とした情報の提出を求めることが望まし

い。』 
･意見：SIDS データの必須項目の中には、高額の試験も含まれている。事業者にはデータセットとし

て求めることなく、個々のリスク評価における必要度に応じ、優先順位を付与した項目の収集とし

て頂きたい。 
･理由：WSSD 目標に向かっての国際協調的な動きは好ましいが、意見－１同様、中小企業において

コスト的に過度の負担が掛かっており、事業存続に係る問題ともなっていることを理解願いたい。

（化成品工業協会） 
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［意見４］ Ⅱ２．④（P12 第二三パラ）『難分解性の性状を有さない物質について～引き続き検討

を行い、』 
･意見：今回は、難分解性の性状を有さない物質については規制の対象とせず、そのような物質を規

制の対象とすることと、化審法の主旨・目的ならびに規制対象とする範囲との整合性を適切に検討

して頂いた後に進めるべきと考える。 
なお、ある物質が環境濃度測定の結果、環境中から多量に検出されたとしても、当該物質の製造・

輸入者からの排出により多量に検出されたのか、或いは他の物質の分解等により多量に生成したの

か、環境濃度測定の結果のみでは不明であるので、その測定結果の活用には十分な注意が必要と考

えられることを付記する。 
･理由：他の法令で規制されている物質でもあり、対象とすることで国、及び事業者に２重に手間が

かかるなど、不合理な事態は避ける必要がある。 
（化成品工業協会） 
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［意見５］ Ⅱ２．⑤（P13 第二パラ）『こうした国際動向も踏まえ、化学物質を取り扱う事業者は、

その取り扱う物質について自ら GHS 分類を行い、有害性が一定程度以上あると分類される場合に

は、情報伝達を行うよう努めるべきである。』 
･意見：早急な対応を求めぬよう配慮願いたい。また、事業者による取り扱い物質のＧＨＳ分類促進

のために関連物質の分類公表等、国による基盤整備の充実が効果的であり、並行してお願いしたい。

･理由：中小企業も顧客の要望等により GHS 分類に対応せざるを得ない状況にあるが、人的資源等に

限界がある。 
（化成品工業協会） 
 
［意見６］ Ⅱ３．④（P17 第二パラ）『このため、低生産量の新規化学物質に関する審査の特例制

度との整合性も確保しつつ、少量新規化学物質確認制度については、事業者単位（年間１社１トン

まで）で確認を行うことを基本とすべきである。』 
･意見：合理的で好ましい処置と考える。但し、同一の物質に対して、複数の事業者からの少量新規

化学物質の申出と、低生産量新規化学物質の審査特例の申出がなされた場合に想定される、例えば、

少量新規化学物質の申出に対する確認数量の合計量が１トンを超える場合などに、低生産量新規化

学物質の審査特例の申出に対する確認数量が従来の制度下での確認数量よりも大幅に減少するこ

との無いような制度として頂きたい。 
･理由：低生産量制度による物質は、難分解性ではあるものの高蓄積性ではないという結果が事業者

により既に届けられているものであり、該当のハザード情報を収集していない他の事業者の届出に

より不利益を蒙る制度とすべきではないと考える。 
（化成品工業協会） 
 
［意見７］．Ⅱ４．①（P18 第四パラ）『代替不可能であって、かつ POPs 条約等において国際的に許

容されている用途（エッセンシャルユース）については、化審法においても、環境中への放出などが

厳格に管理されていることといった一定の条件の下で許容できるようにすべきである。』 
･意見：現実的な措置で好ましいと考える。但し、欧米等で国際的に規制のない物質であるにも関わ

らず、化審法では第 1 種監視化学物質となっているものが現に存在するが、これが将来第 1 種特定

化学物質に指定されたとしても、同様に一定の条件の下で許容され、その際の代替までの猶予期間

については当該物質を規制の対象としていない POPs 条約等の規定に縛られることなく個々の状

況に応じて使用の条件が決定されるべきと考える。また、日本での特殊な事情がない限り、これら

の国際的な齟齬をなくすためにも指定に用いられる試験の方法については、整合性について更に見

直しを行う必要があると考える。 
･理由：国際整合の観点から、過度に厳しい特別の運用を行うことは、日本の事業者の競争力低下を

招くと共に、市場での大きな混乱を招くこととなる。 
（化成品工業協会） 
 
［意見８］．化審法等の見直しに係る規制影響評価について（案） （３頁） 
･意見：規制対象者として、スクリーニング型にも、括弧付きで使用事業者を加えるべきである。 
･理由：報告書（案）３頁の下から１、２行目にも述べられている様に、サプライチェーン全体で、

各事業者が適切に化学物質を管理する必要性が高まっている。またリスクベースの管理では、使用

事業者での管理を軽視すると管理自体が成立たないとも考えられる。然るに、化学物質は上流で管

理すべきで川下は関係がないと考えている使用事業者もおり、必ずしも使用事業者の全てが規制対

象者になる訳ではないが、本件は記入して頂く必要があると思われる。 
（化成品工業協会） 
 

44 ［意見１］ Ⅰ③P5９行目「Japan チャレンジプログラムが、官民協力による取組みとして進められ

ているところである。」 
・意見：５ページの脚注にその進捗が端的に記載されてはおりますが、本年６月に公開された「中間

評価」の結果については何も触れられておりません。既存化学物質の安全性点検の促進について、

関係事業者の協力も得られ、一定の成果が上がっている旨は記載していただけるとありがたいかと

思っております。 
・ 理 由 ： 本 年 ８ 月 に 公 表 さ れ た 『 中 間 評 価 』 の 報 告 書 （ 詳 細 URL ）

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownl
oad=yes&hdnSeqno=0000042116 

（協和発酵ケミカル） 
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［意見２］ Ⅱ２．①P9２行目「また、リスク評価の結果、いったんリスクが低いと判断された化学

物質についても、・・・・」： １０ページの３段落目に、リスクで（優先評価）対象物質を見直すと

しておりますので、ここは、『リスクが低いまたは高いと判断された････』に変更しておいた方がよ

ろしいのかと考えております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見３］Ⅱ２．① (1)先ずは、『製造･輸入数量・用途』の調査は、必ず製造業者のみならず輸入業

者にもその適用を確実に図れるよう、その周知徹底をお願いしたいと思います。その上で、事業者に

過度の負担とならないような頻度･適用範囲などにご配慮をお願いしたいと思っております。また、

製造・輸入数量等については、企業秘密事項でもあり、また、場合によっては独禁法にも抵触する可

能性があるため、その保護の仕組みが必要ではないか？と考えております。この点についてよろしく

ご検討の程、お願い申し上げます。 
(2)川上の『製造･輸入業者』は、独禁法上の懸念もありますので、その『顧客』に対して、ある程度

の大まかな『用途』の把握しかできない場合もあるかと考えております。したがって、その『正確さ』

については十二分に国が確認を行った上で、『優先評価化学物質』としていただければと思っており

ます。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見４］．Ⅱ２．②リスク評価の実施における優先順位等の判断： (1)『優先評価化学物質』が、

一部の誤解で、『ブラックリスト』化しないような広報活動の実施をお願いできればと考えておりま

す。特に、対『マスコミ』への公表方法については十二分な説明を行うなどご配慮をいただければと

思っております。 
(2)製造・輸入数量・用途は、ビジネスですので、その数量や用途が毎年少しずつですが変化する事が

予測されます。本調査と届出を毎年実施するのであれば、優先評価化学物質の見直し頻度も毎年とし

ていただくと適切な『リスク管理』ができるかと推測されます。よろしくご検討の程お願いいたしま

す。 
(3)『事業者による自主的なデータ提供』の範囲は、できるだけ幅広い手法での試験の提供を可能とし

ていただけますとその協力が得られやすいのでは？と考えております。また、そのデータの『信頼性

評価』も行っていただけるとより一層の協力が得られるかと思っております。この点のご検討もよろ

しくお願いいたします。 
(4)『データ提供事業者』は、その物質名の公開はもちろんではありますが、その協力実施企業名の数

多くの『場』での公表を必ず実施していただければありがたいかと思っております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見５］ Ⅱ２．③リスク評価の実施と情報収集への事業者の協力（P11 第三段落目）「その際、

ハザード情報については、国際整合性の観点から、製造・輸入事業者に対してＳＩＤＳデータの必須

項目を基本とした情報の提出を求めることが望ましい。」 
・意見：(1)これは、あくまでも当該リスク評価の進展、結果に伴って必要な項目について、SIDS ベ

ースの必須項目の中から情報を求められる、と解釈させていただけるとありがたいかと思っており

ます。 
(2)国の行うスクリーニング評価及び 1 次リスク評価手法については事前に公表と聞いております

が、出来るだけ製造・輸入業者にも試用できるような広報・教育活動を実施していただければと考

えております。 
(3)国が実施する『リスク評価』は、最終的な結論を出す際には、その元となるデータと理由とと

もに、必ず一般国民に公表･意見を求め、その妥当性を公平に評価する事が必要かと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見６］．Ⅱ２．⑤（P13 第二段落目、上から 4 行目）「・・・リスクに着目した化学物質管理体系

においては、化学物質管理のための適切な手法を講じるべく、事業者の相互連携の下に、化学物質の

安全性情報を川上事業者から川下事業者へと着実に提供する事が不可欠である。・・・・なお、用途

情報の効率的な収集・把握のためには、川下事業者と川上事業者との相互連携が望まれる。」 
・意見：今回提案の制度見直しのスキームが円滑に運営されるためには、特に、日本の場合では、商

社などの中間事業者が数多く存在するのが常であり、このようなサプライチェーン内における情報

伝達も重要なポイントの一つになると思われます。弊社のような川上企業も出来る限り前向きに
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『情報収集』を推進していきたいと思っておりますが、サプライチェーンの川中、川下で、相互に

連携・協力してこれを推進して行かないと、とても達成できないと推測されます。この部分につい

て、スムーズにかつ独禁法にも配慮した何らかの『情報伝達ツール』が無いと、なかなか詳細な情

報伝達は難しいかと考えております。そのために国も本件に関して積極的なご関与とご支援をお願

いできればと思っております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見７］．Ⅱ２．⑤（P13 第二段落目、上から１１行目）「こうした国際動向を踏まえ、化学物質を

取り扱う事業者は、その取り扱う化学物質について自ら GHS 分類を行い、有害性が一定程度以上あ

ると分類される場合には、情報伝達を行うよう努めるべきである。」 
・意見内容：弊社では GHS 分類の実施と、その有害性のあると分類される場合の情報伝達につき、

相当の困難さを伴いながら、自主的に推進していこうと努力している所でございます。しかしながら、

特に『毒性の専門家』の居ない弊社のような企業にとりましては、本 GHS 分類は、特に、「専門家

判断」が必要となる慢性・生殖などの毒性の『分類』が非常に難しく、まだまだなかなか進んで行か

ないのが実態です。特に欧米では大学も含めその育成が国としてシステム化されている『毒性専門家』

の育成の部分を含め、GHS の『分類』は、日本国としての『基盤整備』が本質的に必要な『仕組み』

と考えております。現在、行政の方でも、GHS の分類に関する情報の基盤整備については、事業と

してご推進戴いているのは十分理解しておりますが、引き続き、行政側で、関係省庁の連携の下、本

基盤整備を主導的に推進していただきたいと思っております。また、GHS の世界の進行状況を見る

と、台湾が来年初に先行するものの、２０１０年１１月から物質についてようやく欧州で、さらに、

米国はまだその実施計画も見えない状態でございます。敢えて性急な GHS 分類を日本で実施すると、

各国での分類案との整合性の問題もあり、市場に混乱を引き起こしかねないかとも考えております。

この導入時期についても国際整合化を考えていただければ本当にありがたいかと思っております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見８］．Ⅱ４．①（P18 第二段落目最終文章）「ただし、エッセンシャルユースとしていったん許

容された場合でも、事業者による代替化や低減化に向けた取組を担保できるようにすべきである。」

・意見：POPｓ条約等において国際的に許容されている用途（エッセンシャルユース）は、確かに一

時的には厳格な管理の下、その使用が認められるのは良い事と思われますが、いずれその『代替』も

考えないといけないかと推測されます。その際に、早急な『代替』は経済的混乱を招きかねませんの

で、必ずその『使用に係るリスク』を踏まえた段階的な代替の実施を行うとともに、必ず『代替技術』

がある事を確認してから進めていただければありがたいかと思っております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見９］．Ⅱ４．②：仮に、『第二種特定化学物質』に指定された場合でも、現行の蛇口規制と異な

り、「リスク管理をベースとした取扱いの適正化」の一環として、リスクの十分に低い用途等を認め

ていただけるよう是非ともご検討いただければと思っております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見１０］．Ⅲ①： (1)『優先評価対象物質』の公示に当たりましては、CAS 番号に基づきその対

象物質の範囲を正確に特定していただければと思っております。 
(2)有効な、かつ利用動物の削減のため、『安全性データ』の取得には、国際的にも、また、日本の「Japan
チャレンジ」などでもその類似物質の『カテゴリー化』や QSAR などの実施が行われています。今

後もこの部分が円滑に進行するように、この各種支援と言う点についても国が積極的に関与して、ご

助言を与えていただければありがたいかと思っております。 
(3)特に、中・低生産量の化学物質については、QSAR、カテゴリーアプローチ等を活用し、類似物質

の情報を集め、必要最低限の試験を行うことにより、効果的・効率的なハザード評価が行うことがで

きるかと推測しております。国は、この観点でも、情報収集とその支援を行っていただければ大変あ

りがたいかと思っております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見１１］．Ⅲ④基盤整備： (1) 『情報の国際共有化』は、日本の競争力確保のために必須と考え

ております。ただし、企業秘密にも配慮し、過剰な『所有権』を求められる事が無いように、国際的

に働き掛けを実施していかないと日本の競争力の確保が難しいかと考えております。この点は国の関

与を積極的にお願いしたいと思っております。 
(2)『情報提供』は、各ステークホルダーでその説明レベルを変えて行かないと、せっかく集めた情報
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が、結局は有効に生かせない事になりかねないかと思っております。本当にこの部分は国も積極的に

ご関与していただき、国民の信頼性確保のためにもその適切な『情報発信』の『仕組み』を作ってい

く必要があるのではないか？と考えております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見１２］．Ⅲ⑤今後の課題（P２４ ３段落目上から１２行目）：「ナノマテリアル・・・・・今後

の科学的な知見の蓄積や国際的な動向を踏まえ対応策について引き続き検討していくことが必要で

ある。」 
・意見：各国での『動き』や規制の動向は常に把握し、その『タイムリーな対応』が必要とは考えて

おりますが、一方でナノマテリアルにつきましては、その『有用性』や『省エネルギー性』などが

次の日本の「売れる技術・物質」として大きく期待されている『技術・物質』である事も間違いあ

りません。したがって、本当に『リスク』とその『ベネフィット』を日本の官民でしっかりと見極

め、その適切な使用ができるように国が積極的に関与していただければと思っております。 
（協和発酵ケミカル） 
 
［意見１］報告書 11 ページ 第 4 パラグラフ「その際、ハザード情報が不足している場合には、現

行の有害性調査指示と同様に、その製造・輸入事業者に対して長期毒性試験結果の収集・提出を求め

ることとなる。」 
・意見：新たに動物実験を行わせるようなことはないようにするべき。しょせん動物実験は動物実験

に過ぎず、人間への影響に関しては外挿することしかできない。すでに既存物質として市中に出回

っているものであれば、疫学調査や、事故等での暴露時の記録等、人間への影響についてのデータ

収集を強化するべきではないか。 
また、すでにある知見などと重複して動物実験を行わないよう、より強い論調で記述するべきであ

る。また、海外のデータも積極的に活用するべき。特に、EU の REACH で収集される情報は積極

的に活用するべきではないか。 
（個人） 
 
［意見２］報告書 16 ページ ③について、ＱＳＡＲやカテゴリーアプローチの活用は、ぜひ推進す

べき。また、動物実験の代替となる方法は、これらの方法だけではなく OECD テストガイドライン

ですでに認められている手法や、現在 NEDO が開発中の高機能簡易型有害性評価手法など、ほかに

も今後実用化される可能性のある手法として、in vivo、in silico ともにさまざまあるはずである。そ

ういった他の可能性についても言及すべき。 
また、国や企業は動物実験の代替となる方法の開発を推進するべきであることを明記するべき。動物

実験の削減に対する要請は、欧州でのみならず日本にも広く浸透しているはずである。（15 歳男女の

意識調査（ROSE 調査）では、日本の男女が世界中で最も動物実験に対して否定的というアンケート

結果が出ている） 
また、第 3 回のワーキングチームで、ＱＳＡＲについて、「データの公開というのが早くあればそう

いったデータをどんどんＱＳＡＲのほうに取り入れられるので、そちらのほうをまず充実してもらわ

ないと」 という発言が議事録に残っている。ＱＳＡＲだけではないと思うが、知見が不足していて

はあたらしい手法の開発にも支障があるものと思われる。 
過去の動物実験データの提出・情報開示を企業等に義務づけるべきである。企業秘密の保護より、動

物の犠牲を減らすことに重点をおくべき。それがしいては、国民の健康に寄与するはずである。 
また、日本でも、動物を犠牲にしない試験方法を積極的にハザード評価に取り入れるべきであり、そ

の方針を明記するべき。 
（個人） 
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［意見３］規制影響評価 5 ページについて、費用面での比較がなされているが、犠牲となる実験動物

の数の比較がないのは何故か。一般市民にとっては、金銭的コスト以上に重要な問題であると考える。

欧州 REACH で試算されているような実験動物の頭数ベースの数字を出すべきである。 
（個人） 
 

46 〔意見１〕化学物質・化学製品の製造から廃棄にいたるライフサイクルを通じて、適切な管理がなさ

れているということが重要である。化審法だけでなく、関係する各法令がどのように連携しているか

を国民にわかりやすく伝えるべきである。 
（UI ゼンセン同盟） 
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〔意見２〕化審法の改正が、労働安全衛生法などの他の法令に及ぼす影響を明記し、関連する法改正

等の全体スケジュールを明記すべきである。 
（UI ゼンセン同盟） 
 
〔意見３〕中小企業支援策として、改正化審法に対応するための費用軽減策や税制優遇措置、ならび

に各県の産業（工業）技術センターにヘルプデスクを設けるなどの配慮が必要であり、具体的な対応

策を記載すべきである。 
（UI ゼンセン同盟） 
 
〔意見４〕職場でばく露するかもしれない化学物質の有害性や、ばく露から守る適切で正しい情報が

労働者に提供されなければならない。労働者を守るという視点からも記述すべきである。 
（UI ゼンセン同盟） 
 
〔意見５〕コンプライアンス（法令遵守）経営を強化するための施策に言及すべきである。化学物質

管理に関するすべての法律を公益通報者保護法の通報対象とすべきである。（現時点で化管法は対象

外となっている。） 
〔UI ゼンセン同盟〕 
 
〔意見６〕適切な化学物質管理を推進するためには、規制の国際的なハーモナイゼーションの推進と

行政機能の見直しが不可欠である。行政機能については、経済産業省、厚生労働省、環境省の化学物

質管理に関する機能の一元化を進めて、化学品庁の設置を今後の課題とすべきである。 
〔UI ゼンセン同盟〕 
 
〔意見７〕化学物質管理の世界的な進展（P2～）について、ILO に関する記載がない。ILO の動向

に言及したうえで、ILO 第 170 号条約（職場における化学物質の使用の安全に関する条約）、同第 174
号条約（大規模産業災害の防止に関する条約）の批准に向けた取り組みを今後の課題とするべきであ

る。 
（UI ゼンセン同盟） 
 
〔意見８〕規制を行う膨大な化学物質について、その生態影響・リスク評価を行う人材育成が不可欠

であり、トキシコロジーの専門家だけでなく、いわゆる環境人材などの人材育成計画に関する取り組

みを今後の課題とすべきである。 
（UI ゼンセン同盟） 
 
〔意見９〕ナノマテリアルについては、予防的観点からばく露対策を行うことが必要であり、「引き

続き検討」とするだけでなく、平成 20 年 2 月 7 日の厚生労働省労働基準局通達「ナノマテリアル製

造・取扱い作業現場における当面のばく露防止のための予防的対応について（基発第 0207004 号）

や「ヒトに対する有害性が明らかでない化学物質に対する労働者ばく露の予防的対策に関する検討会

報告書（平成 20 年 11 月）」をより具体化したしかるべき対策についての言及が不可欠である。 
（UI ゼンセン同盟） 
 
〔意見１０〕今般のような合同委員会には、様々な利害関係者が集まるべきである。化審法改正の議

論に労働者の代表がいなかったことは大変残念なことであり、今後は、マルチステークホルダー・プ

ロセスを推進して、労働組合を議論の場に参加させるべきである。 
（UI ゼンセン同盟） 
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